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いま、世界のさまざまなステークホルダーが、企業に対してサステナビリティ情報の開示を
求めています。この動きのなかで、EUが、CSRDという法的拘束力のある指令を上場企業
に適用し、これは欧州でビジネスを行っている日本企業にも大きな影響を及ぼしています。

日本においても、I S S B™基準をベースラインとした日本のサステナビリティ開示基準の 
策定と制度開示におけるその適用、さらには、開示されるサステナビリティ情報の信頼性
を高めるための保証制度についての議論が具体化しつつあります。

これらの動きを、企業は単なる規制対応として捉えず、ビジネスモデル変革の契機として 
積極的に取り組むことが大切です。これは、サステナビリティを企業の経営に組み込み、 
「サステナビリティ・トランスフォーメーション」の取組みを推進することと同義といえる 
でしょう。そして、そうした取組みに関する情報が、サステナビリティ報告を通じて提供 
されることが、外部からの適切な評価の獲得、さらには持続的な価値向上につながるもの
と考えています。

私たちK P M Gは、そうした試みを推し進める企業の一助となるよう、これからも自らの 
パーパスである「社会に信頼を、変革に力を」を実践してまいります。

日本版の発行によせて
2022年の前回調査から今年の調査までの間に、企業のサステナビリティに関する環境は劇的な
変化を遂げています。企業にとっては、これまでの気候変動への対応に加え、生物多様性の保全や
バリューチェーンにおける人権対応などが新たなビジネスリスクとして浮上しています。また、 
各種のサステナビリティ開示基準も整備されてきています。そのような環境下で、日本企業はこれ
までもサステナビリティ開示を着実に進めてきました。今回の調査の結果、日本企業は年次 
報告書ではすべての企業がサステナビリティ情報を開示し、そのうち89%の企業が第三者保証を
取得しています。また、炭素削減目標を設定する企業の割合は100 %に達し、生物多様性に 
関する情報を開示している企業も80%に上り、いずれもグローバルでトップ水準となっています。

一方で、多くの企業にとって、今後どのように自社のビジネス戦略にサステナビリティの要素を組み
込み、具体的な対応を進めていくかが課題となっています。単なる開示にとどまらず、気候変動や
生物多様性に関する移行計画や人権デュー・ディリジェンスの取組みなど、より実効性のあるサス
テナビリティ対応が求められます。それに伴う企業のガバナンス体制の構築、システムやプロセス
の整備、専門人材の確保など企業には大きな変革が必要とされるでしょう。

今回の調査報告書が、グローバルな視点から見た日本の地位と今後の課題を理解する一助と 
なれば幸いです。

里深 哲也
KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン 
パートナー
有限責任 あずさ監査法人 
サステナブルバリュー統轄事部　開示・プロセスサービスライン リーダー

田中 弘隆
KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン 
統轄パートナー
有限責任 あずさ監査法人 
専務理事
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今日、アルファベットの略称で表されるサステナビリティ報告
の枠組みが、かつてないほど多く存在しています。

国連の持続可能な開発目標（以下、S D G s）が契機となって 

登場したこれらの枠組みを通じて、企業は環境・社会・ガバ
ナンス（以下、ESG）に関する影響や成果を報告していますが、
資本市場はこれらの動向を常に注視しています。競合する企業
として、取引パートナーとして、また社会の一員として、私たちは
こうした報告から得られる情報に価値を見いだし、継続的な 

学習、戦略的な意思決定、そして目標設定の強化にこれらを 

活用することができます。

欧州企業サステナビリティ報告指令（以下、C S R D）報告の 

義務化に伴い、2025年はさらに多くのサステナビリティ情報
が開示されることになります。法域によっては国際サステナビ
リティ基準審議会（ ISSB）によるISSB基準の採用も始まりま
す。企業の規模や拠点に応じた段階的な義務化が進むなか、
まだその適用対象でない企業でもC S R Dへの準拠やこれに 

向けた取組みが開始されています。すでにES Gに関する広範 

で有益なインサイトを誰もが取得し、活用できる状況にあり 

ます。

はじめに

CSRD報告の義務化に 
伴い、2025年は 
さらに多くの情報が 
開示される 
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報告の義務化が進み、強化されるにつれて、脱炭素化や最新
化に役立つサステナビリティ関連の製品やソリューション、
インセンティブ、気候ファイナンスの手段、最先端の技術など
が増加し続けています。これにより、持続可能なインフラへの
資金提供や生物多様性の保護が促進され、適応ファイナンス
や移行ファイナンスを通じた資本へ、アクセスが拡大してい 

ます。また、安全性の高い適切な労働条件の義務化や、信頼性
の高いデータ収集や分析の自動化システムの更新が進むなど、
E S Gを巡るイノベーションは、企業が社会や環境に与える 

影響を是正し、法令に則した迅速な報告の実現を促してい 

ます。さらに、持続可能性が最も高い企業に資本が向けられ、
市場が促され、知識の蓄積が深められるでしょう。

先進的な考えを持つ経営者は、サステナビリティとそのための
長期的な取組みの重要性を理解しており、リーダーシップを 

通じたイノベーションを推進しています。かつてないほど多くの
サステナビリティリーダーが取締役会のメンバーとなってい 

ます。そのようななか、KPMGはグローバルな取組みを全力で
推進し続けています。

E S Gに関する報告において、企業の短期および長期のビジ 

ネス目標の達成を支援するうえで、私たちは大きな進歩を遂げ
ています。K P M Gが長年にわたる分析から得た認識では、 
堅牢なサステナビリティ報告のエコシステムを構築することで、
企業は E S G戦略の進捗を評価しやすくなります。さらに 

資本市場を活用しながら、多様な社会問題に対応するための
ソリューションを開発し、自社の価値を高めることができます。

私たちはそれを実現できる立場にあり、すでにその歩みを始め
ています。この前進を続けていきましょう。

ESGを巡るイノベーションは、企業が社会や環境に与える 
影響を是正し、法令に則した迅速な報告の実現を促しています。 
さらに、持続可能性が最も高い企業に資本が向けられ、 
市場が促され、知識の蓄積が深められるでしょう 
ジョン・マカラリーシー（John McCalla-Leacy）
ESG統轄グローバルヘッド、KPMGインターナショナル

John McCalla Leacy 
ESG統轄グローバルヘッド、 
KPMGインターナショナル
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イントロダクション
サステナビリティ報告の義務化が目前に迫っています。E U

は、C S R Dの段階的な導入を数年にわたり進めています。
KPMGグローバルサステナビリティ報告調査2024の結果に
よれば、この義務化を前に、多くの企業がダブルマテリアリ
ティ評価を実施しています。

今回の調査では、世界最大級の企業 250社のほぼ全社と、 
各国・地域・法域の上位100社の大部分において、サステナ 

ビリティ報告が通常業務の一部となっていることが明らか 

となりました。

2022年からの2年間で、C O2削減目標を掲げる企業の割合
も大幅に増加しています。生物多様性に関する報告を行う 

企業の割合はまだ低いものの、2022年以降、同じく増加傾向
にあります。

2025年には、大企業の多くがCSRDに準拠したサステナビリ
ティ報告を行うことになりますが、今回の調査によれば、 
その他の多くの企業も、義務化に先立ち、報告への取組みを
開始または強化していることが明らかとなっています。規制に
遵守するためであれ、投資家、顧客、従業員、規制当局、その
他のステークホルダーにより確実な情報を提供するためで 

あれ、これに取り組むだけの理由は十分にあります。

KPMGのメンバーファームは、環境、社会、経済に大きな利益
をもたらし得る活動を支援しています。

Dr Jan-Hendrik Gnändiger

ESG報告担当グローバルリード 

KPMGインターナショナル

イントロダクション
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エグゼクティブサマリー

N100企業の全社がサステナビリティ報告を
実施している国96%

サステナビリティ報告を実施
するG250企業の割合
（2022年から変化なし）

95%
CO2削減目標を掲げる
G250企業の割合
（2022年から15ポイント
上昇）

56%

79% サステナビリティ報告を
実施するN100企業の割合
（2022年から変化なし）

46% サステナビリティリーダーを置く
N100企業の割合（2022年から12ポイント上昇）

80% CO2削減
目標を掲げるN100企業
の割合（2022年から
9ポイント上昇）

日本 マレーシア シンガポール
米国タイ

南アフリカ
韓国

41%
 

サステナビリティ指標と
連動した役員報酬を採用する
G250企業の割合
（2022年から1ポイント上昇）

30% サステナビリティ指標と
連動した役員報酬を採用する
N100企業の割合
（2022年から6ポイント上昇）

サステナビリティリーダーを置くG250企業
の割合（2022年から11ポイント上昇）

G250企業とN100企業の詳細については「調査手法」のページをご参照ください。
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サステナビリティ報告と排出削減目標の設定が、G250企業の
96%とN100企業の76%で実施されています。

C S R Dは、2024年12月31日に終了する会計年度の報告に 

対して、初期の企業グループに適用されます。一部の企業には、
初度報告の期限が2029年まで設けられています。しかし、主に
欧州に本社を置く企業や欧州に拠点のある企業のなかには、
すでにCSRDへの準備として、欧州サステナビリティ報告基準
（ESRS）に従って重要なトピックを報告する企業があります。
調査対象の欧州企業のほぼ半数は、すでにEUタクソノミーを
使用して情報を開示しています。

G250企業とN100企業の5分の4近くがマテリアリティ評価
を実施しています。G250企業の方が、自社の事業活動による
社会や環境への影響と財務影響を評価するダブルマテリアリ
ティ評価を実施する傾向にあります。ダブルマテリアリティ 

評価は、マテリアリティ評価のなかでも最も網羅性の高い手法
であると同時に、CSRDでもそのコンセプトが採用されていま
す。今後は現在の評価結果がCSRDの求める要件に準拠して
いるかを確認し、継続して対応の準備が進められるものと考え
られます。

KPMGグローバルサステナビリティ報告調査2024の結果に見る 
6つの大きなトレンド

サステナビリティ報告と排出削減目標
の設定が通常業務となる

1 
EUのCSRDに基づくサステナビリティ
報告の義務化に先立ち、すでに業務を
変更している企業がある

2
大手企業の半数が 
ダブルマテリアリティ評価を 
実施している

3
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GRI基準が最も広く使用されており、G250企業の4分の3と、
ほぼ同程度の割合のN100企業が使用しています。これより 

割合は低いものの、S A S B基準と証券取引所によるガイド 

ラインを使用する企業の割合も2022年から大幅に上昇して 

います。使用状況は国や地域で大きく異なりますが、サウジ 

アラビアでは調査対象の全社が同国の証券取引所のガイド 

ラインを使用し、南北アメリカでは 3分の2がS A S B基準を 

使用しています。

任意のガイドラインや基準が依然広く使用されているのは、 
報告の義務化が進む過程にあることに起因すると考えられ 

ますが、今後は義務化が拡大し、数年で状況が変化する可能
性があります。

G250企業とN100企業ともに、半数程度の企業が生物多様
性に関する情報を開示しています。この割合は 2020年には 

約4分の1にすぎませんでした。ただし、増加の伸びは2022年
以降、鈍化しています。情報開示の割合についての地域差は
2年前から縮小傾向にあり、中東・アフリカの企業の割合が 

平均値に近づいています。

G 250企業の4分の3近くが、気候関連財務情報開示タスク
フォース（TC F D）の提言に沿って気候リスクに関する情報を 

開示しています。TCFDの提言に基づく開示には、ISSB基準
とE S R Sの両基準に準拠する重要な情報が含まれるため、
TC F Dの提言を採用する企業がこれらの基準を採用すること
には一定のメリットがあります。

報告の義務化への動きにもかかわらず、
任意のガイドラインや基準が 
今でも広く使用されている

4 生物多様性に関する情報の開示が 
増加を続ける

5 TCFD提言の採用が 
増加傾向にある6
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用語集

•  CSRD：Corporate Sustainability Reporting Directive 

（欧州企業サステナビリティ報告指令）

•  ESG：Environmental, social and governance （環境・
社会・ガバナンス）

•  ESRS：European Sustainability Reporting Standards 

（欧州サステナビリティ報告基準）

•  EU：European Union （欧州連合）

•  G250企業：2023年のFortune Global 500の売上高ラン
キングに基づく世界の上位250社*

•  GRI：Global Reporting Initiative （グローバル・レポーティン
グ・イニシアティブ）

•  IFRS S2：IFRS S2号、国際財務報告基準審議会（ IASB）
が策定する、国際財務報告基準（ IFRS） ®の気候関連開示に
関する基準

•  IPCC：UN Intergovernmenta l Pane l on C l imate 

Change（気候変動に関する政府間パネル）

•  ISSB：International Sustainability Standards Board  

（国際サステナビリティ基準審議会）

•  N 100企業：本調査の対象 5 8の国・地域・法域における 

売上高上位100社、計5,800社*

•  NFRD：Non-Financial Reporting Directive （欧州非財
務情報開示指令）

•  SASB：Sustainability Accounting Standards Board 

（サステナビリティ会計基準審議会）

•  SDGs：UN Sustainable Development Goals （国連 

持続可能な開発目標）

•  TCFD：Task Force on C l imate - re la ted F inanc ia l 

Disclosures （気候関連財務情報開示タスクフォース）

•  T N F D：Task fo rc e o n N a tu re - re l a te d F in anc i a l 

Disclosures （自然関連財務情報開示タスクフォース）

•  UN：United Nations （国際連合）

•  US SEC：United States Securit ies and Exchange 

Commission （米国証券取引委員会）

*G250企業とN100企業の詳細については「調査手法」のページをご参照ください。
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調査手法
この調査では、KPMGのメンバーファームのうち、58のファー
ムを代表する専門家たちが、それぞれの国・地域・法域の売上
高上位100社であるN100企業が公表している年次の財務 

報告書、統合報告書、ESG／サステナビリティ報告書を精査
し、詳細な調査を実施しています。

2022年と同じく5 ,800社のデータを調査対象とし、1993年
から実施しているK PMGのグローバルサステナビリティ報告
調査のなかで、最も包括的な調査となっています。

K PMGのファームのプロフェッショナルによる各企業の最新
の報告書の調査を通じて、最大52項目のデータを収集しま 

した。

各国・地域・法域からの回答は、180,000以上からなる単一の
データセットに統合され、その検証と分析を通じて結果が導き
出されました。

この報告書の作成にあたっては、世界各国の各分野のプロ
フェッショナルへの専門知識も活用しています。

今回の調査対象となった報告書は主に2023年7月1日から
2024年 6月30日までに公表されたものです。この期間中に 

報告を行っていなかった企業に関しては、2022年7月1日から
2023年6月30日までに公表された報告書を調査対象としま
した。

また、親会社やグループ会社を通じてサステナビリティ報告を
行っている子会社については、K PMGのネットワークを活用
し、親会社の報告結果を子会社にも適用しています。例えば、
国際的な食品・飲料メーカーグループのサステナビリティ報告
が、その国内子会社の何社かにも適用されているケースが 

いくつかあります。

調査結果は、あくまでも公表されている情報の分析のみに 

基づいています。KPMGが企業から直接情報の提供を受けた
ケースは一切ありません。

調査手法
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本調査のサンプルは次のとおりです。

N100企業

58の国・地域・法域における売上高ランキング上位100社 

（計5,800社）

KPMGの58のファームの専門家が、それぞれの国・地域・法域
において一般に広く認められた情報源に基づき売上高上位
100社であるN100企業を選定しました。ただし、適切な情報
の入手が困難な場合は、時価総額など、類似の評価基準に 

基づいてサンプルを選定しています。調査対象には、上場企業、
国有企業、非上場企業、同族企業など、あらゆる所有構造の 

企業が含まれます。

G250企業
世界の売上高ランキング上位250社

G250企業は、2023年度の「Fortune Global 500」の売上高
ランキングの上位250社で構成しています。G250企業の大半
がN100企業にも含まれますが、58の国・地域・法域外に本社
を置く38社はN100企業には含まれていません。

調査項目の追加と変更
調査項目の追加

今回から新たに次の質問が加わっています。

•  サステナビリティ報告書に、CSRDまたはEUタクソノミー、
I S S B基準、米国S ECまたはカリフォルニア州の気候関連 

情報開示規則を考慮して作成されたことが明記されているか

• 報告にEUタクソノミーに沿った開示が含まれているか

•  I FRS S 2に基づいた気候リスクに関する報告を行っている 

ことが明記されているか

調査項目の変更

今回の調査では、会計監査人に関する質問について変更を 

加え、財務諸表の監査人と非財務情報の保証人が同一である
かどうかを質問しました。

また、マテリアリティ評価について、過去の調査では、報告書に
おいてマテリアルなトピックが特定されているか、またどのよう
な概念に基づいて評価が行割れているかを調査していました
が、今回は、インパクトマテリアリティ、財務マテリアリティ、 
ダブルマテリアリティのいずれを評価しているかを分類しま 

した。

調査手法
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N100企業の地域別構成

12 14 24 8

21% 24% 41% 14%

1,200社 1,400社 2,400社 800社

 南北アメリカ  アジア太平洋 欧州  中東・アフリカ

国・地域・法域の数 全体に占める割合 企業数

調査対象となった国・地域・法域
今回の調査は、以下の国・地域・法域が対象となっています。

アフリカ ： アンゴラ、ガーナ（今回初めて）、ナイジェリア、南アフリカ

アジア太平洋 ： オーストラリア、中国、インド、日本、マレーシア、 
ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、 
スリランカ、台湾、タイ、ベトナム

欧州 ： オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、エストニア、 
フィンランド、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、 
アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、マルタ（今回初めて）、 
オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、 
スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国

中南米 ： アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、 
メキシコ、パナマ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ

中東 ： イスラエル、サウジアラビア、トルコ、アラブ首長国連邦

北米 ： カナダ、米国

2022年の調査対象であったフランスおよびカザフスタンは、今回は調査対象外となりました。

調査手法
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N100企業の業種別構成（カッコ内は日本のN100企業における業種別の割合）

企業数 全体に占める割合

建設・資材
220 4%（0%）

生活家庭用品
188 3%（5%）

公益事業
358 6%（5%）

ヘルスケア
205 4%（1%）

自動車
6%（6%）325

 鉱業
2%（2%）119

 テクノロジー・メディア・通信
9%（11%）539

 食品・飲料
569 10%（13%）

化学
145 3%（3%）

林業・製紙
63 1%（0%）

石油・ガス
5%（5%）290 287

運輸・観光
5%（4%）

金融
1,200 21%（24%）

産業・製造・金属
662 11%（16%）

小売
532 9%（5%）

その他
98 2%（0%）

調査手法
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G250企業の国・地域・法域別構成

32%

28%

9%

6%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

5%

米国（n=79）

中国（n=71）

日本（n=22）

ドイツ（n=15）

フランス（n=10）

韓国（n=6）

インド（n=6）

英国（n=5）

オランダ（n=4）

スイス（n=3）

スペイン（n=3）

イタリア（n=3）

ブラジル（n=3）

ロシア（n=2）

台湾（n=2）

シンガポール（n=2）

カナダ（n=2）

その他* （n=12）

*その他には、メキシコ、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、タイ、ポーランド、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ルクセンブルク、ノルウェー、サウジアラビアが含まれます

調査手法
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2%

63 25%

0 0%

28 11%

6 2%

15 6%

7 3% 12 5%

4 11%27

12%294 2%

16 6%

11 4%

9 4%

7%18

1 0.4%

企業数 全体に占める割合

建設・資材 生活家庭用品 公益事業ヘルスケア

自動車  鉱業  テクノロジー・メディア・通信 食品・飲料

化学 林業・製紙 石油・ガス 運輸・観光

金融 産業・製造・金属 小売 その他

G250企業の業種別構成

調査手法
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G250企業のほぼ全企業が、サステナビリティに関する報告を
通常業務として実施しており、その割合は2020年、2022年と
変わらず96%にのぼります。K P M Gが初めて調査を行った
1999年はわずか35%であったその割合は、2008年以降は
90%を上回っています。報告を行っていない企業11社の内訳
は、中国が9社、インドネシアとロシアが各1社でした。

G250企業のほぼ全社で、 
ESGとサステナビリティ報告が 
通常の業務となっている

N100企業については、対象となる5,800社のうち、サステナ
ビリティ報告を通常の業務として実施している企業の割合は
79%でした。G 250企業と同様に2022年から変動はありま
せんが、前回の調査対象であった国・地域・法域のみを比較 

した場合、81%と2ポイント上昇しています。

アフリカ地域における報告の割合の低下は、新たな国が調査
対象となったことに起因するものです。新たに調査に加わった
国・地域・法域でサステナビリティ報告を実施する割合は比較
的低く、年数を経るごとに上昇していくのが一般的です。
2022年に対象国のみで比較した場合は、アフリカ企業が報告
を実施する割合はわずかに上昇し、70 %となっています。
N100企業のうち、サステナビリティに関する報告を実施する
傾向が最も高い業種は林業・製紙で、その割合は89%に上り
ます。これに自動車（86%）、公共事業（85%）が僅差で続き 

ます。一方、N100企業のうち割合が最も低い業種はヘルスケア
で、67%にとどまっています。

サステナビリティに関する報告を行う企業の割合は、多くの 

地域でほとんど変化は見られませんが、今回は、サウジアラビ
アとチリでそれぞれ22ポイントと急激に上昇しています。その
ほかに大きく上昇した国は、アルゼンチン、チェコ共和国、
ニュージーランド、トルコでした。

アジア太平洋地域の企業が報告を実施する割合は92%でし
た。2022年からの上昇はわずか3ポイントでしたが、2011年
では49%にすぎず、この10年超で着実な上昇を続けていま
す。さらに、今回、N100企業のすべてがサステナビリティ報告
を実施している国・地域・法域は7つありましたが、このうち
5つはアジア太平洋地域にあります。

ESGと 
サステナビリティ報告
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報告の実施割合 2022年 2024年 2022年調査の対象に限定 
した場合の2024年の割合

G250企業 96% 96%

N100企業 79% 79% 81%

地域
北米 97% 97%

アジア太平洋 89% 92%

欧州 82% 81% 82%

中南米 69% 69%

アフリカ 67% 61% 70%

中東 48% 57%

急速に上昇した国・地域・ 
法域 2022年 2024年 上昇した割合

サウジアラビア 31% 53% +22ポイント
チリ 74% 96% +22ポイント
アルゼンチン 67% 81% +14ポイント
トルコ 44% 57% +13ポイント
ニュージーランド 80% 92% +12ポイント
チェコ共和国 74% 86% +12ポイント

基準：N100企業5,800社とG250企業250社 基準：N100企業5,800社

サステナビリティ報告を行う割合の
高い国・地域・法域

オーストラリア
スウェーデン
英国

台湾 日本
マレーシア
シンガポール
 南アフリカ

 韓国
タイ
米国

98% 99% 100%

ESGと 
サステナビリティ報告
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基準：N100企業5,800社

サステナビリティ報告を実施する割合2024

インド

コスタリカ

アンゴラ

ニュージーランド

タイ

サウジアラビア

2022
(88%)

2022
(65%)

2022
(27%)

2022
(80%)

2022
(97%)

2022
(31%)

2024
88%

2024
54%

2024
34%

2024
92%

2024
100%

2024
53%

キプロス

アイルランド

トルコ

アルゼンチン

ナイジェリア

シンガポール

2022
(36%)

2022
(95%)

2022
(44%)

2022
(67%)

2022
(78%)

2022
(100%)

2024
28%

2024
75%

2024
57%

2024
81%

2024
77%

2024
100%

イスラエル

アラブ首長国連邦

オーストラリア

チェコ

ノルウェー

スロバキア

2022
(43%)

2022
(73%)

2022
(89%)

2022
(74%)

2022
(91%)

2022
(81%)

2024
38%

2024
80%

2024
98%

2024
86%

2024
93%

2024
78%

英国

エストニア

オーストリア

パキスタン

イタリア

南アフリカ

2022
(99%)

2022
(41%)

2022
(72%)

2022
(91%)

2022
(94%)

2022
(96%)

2024
98%

2024
45%

2024
77%

2024
90%

2024
93%

2024
100%

日本

ウルグアイ

フィンランド

ベルギー

パナマ

韓国

2022
(100%)

2022
(57%)

2022
(94%)

2022
(84%)

2022
(71%)

2022
(99%)

2024
100%

2024
54%

2024
94%

2024
88%

2024
52%

2024
100%

米国

ドイツ

ルクセンブルク

ブラジル

ペルー

スペイン

2022
(100%)

2022
(100%)

2022
(69%)

2022
(86%)

2022
(85%)

2022
(95%)

2024
100%

2024
94%

2024
72%

2024
93%

2024
89%

2024
95%

ハンガリー

メキシコ

中国

ポルトガル

スイス

2022
(79%)

2022
(84%)

2022
(89%)

2022
(85%)

2022
(82%)

2024
78%

2024
85%

2024
88%

2024
91%

2024
90%

コロンビア

アイスランド

オランダ

ルーマニア 

台湾

2022
(83%)

2022
(91%)

2022
(90%)

2022
(74%)

2022
(94%)

2024
76%

2024
95%

2024
94%

2024
78%

2024
99%

ベネズエラ

ガーナ

マレーシア

フィリピン

スリランカ

カナダ

2024
10%

2024
31%

2024
100%

2024
84%

2024
79%

2024
94%

2022
(16%)

2022
(99%)

2022
(87%)

2022
(76%)

2022
(94%)

ギリシャ

チリ

ポーランド

スウェーデン

マルダ

ベトナム

2022
(66%)

2022
(74%)

2022
(82%)

2022
(98%)

2022
(87%)

2024
67%

2024
96%

2024
89%

2024
98%

2024
44%

2024
69%
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これにより、金融機関ではサステナビリティ報告の推進に 

必要な体制の構築、プロセスや取組みの導入が進んでいます。
2022年には、ガーナ証券取引所により、企業によるESG関連
情報の開示を促す目的で、GRI基準に基づくESG開示に関す
るガイダンスマニュアルが導入されています。

IFRSのS1号およびS2号を契機にESG報告への関心が高ま
るなか、規制当局は2027年に両基準への準拠を義務化する
決定をしています。今回の調査結果からは、多くの上場企業が
E S Gコンプライアンスに向けた取組みを進めていることが 

明らかとなりましたが、その他の企業にとっても取組みを始める
大きな機会となるでしょう。

Kwame Sarpong Barnieh 
パートナー、ESG・サステナビリティ担当 

KPMGガーナ

サステナビリティ報告をめぐる世界的な動向に沿うように
ガーナでも報告を実施する企業の割合が大きく上昇して
います。その主な要因には、金融セクターにおけるESG 

規制、ガーナ国内で事業を展開する多国籍企業の影響、
海外の市場や投資家からのサステナビリティ関連開発 

資金の流入があります。2019年にガーナ中央銀行が持続
可能な銀行業務に関する原則（Sustainable Banking 

Principles）を策定し、全金融機関に対して2024年まで
にこれに準拠し、サステナブルな事業活動に関する報告を
義務付けたことも要因の1つです。

ガーナの 
視点

ESGと 
サステナビリティ報告
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欧州企業サステナビリティ報告指令（CSRD）では、
最終的にEU域内に拠点を置く企業、子会社を有す
る企業、E Uの規制市場に上場する企業合わせて
約5万社にサステナビリティ報告が義務付けられる
ことになります。

E U域外に拠点を置き、E U域内で多額の収益を 

上げる数千社の企業もその対象となります。

EU域外企業にも及ぶCSRDの影響

米国

3,000+
日本

700+
スイス

200+

カナダ

1,300
オーストラリア

600+
中華人民共和国香港特別行政区（SAR）

100+

英国

1,200
中国

600+
シンガポール

100+
韓国

75+

拠点別に見たCSRDの影響を受ける企業の推定数
CSRD

出典：CSRDに関するロードマップ：スコーピング戦略と保証準備に関するウェブキャスト、KPMGインターナショナル、2024年8月

ESGと 
サステナビリティ報告
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C S R Dに基づいてサステナビリティ報告を行う企業は、
ESRSとEUタクソノミーに準拠し、サステナビリティ報告
書を経営報告書の一部として公表し、第三者保証を受け
る必要があります。また、報告に際しては、サステナビリ
ティ事項が及ぼす財務的影響に加えて、事業活動がス
テークホルダーや社会に及ぼす影響を考慮する「ダブル
マテリアリティ」の原則も適用する必要があります 1。
CSRDでは、気候関連の課題だけでなく、汚染、水、生物
多様性、資源利用などの環境問題、自社やサプライヤー
の従業員、コミュニティ、消費者、エンドユーザーへの 

企業活動を通じた社会的影響やガバナンスなど、広範な
ESG関連の課題が対象となります。

C S R Dに基づく報告書はまだ公表されていません。
2014年のEU非財務報告指令（NFRD）の適用対象企業
を中心とする第一の企業グループは、2024年1月1日 

以降に開始する会計年度からC SRDが適用されるため、
最初の報告書が公表されるのは2025年初頭となります。
E U域内の大手企業には、2025年1月1日以降に開始 

する会計年度から適用されるほか、一部の小規模企業を
除く上場企業に関しては、2026年1月1日移行開始する
会計年度より適用され、2年間の適用免除も選択でき 

ます。EU域外に拠点を置く企業に関しては、EU域内に
拠点を置く企業は異なる基準に基づき、2028年1月1日
以降開始する会見年度より適用され、2029年に最初の
報告書を公開する必要があります。KPMGの調査によれ
ば、こうした段階的な適用プロセスが採用されているにも
かかわらず、EU域内に拠点を置く企業を中心に、すでに
CSRDへの準拠に向けた取組みを進めている企業もあり
ます。

ESRS
企業によるCSRDへの準拠に向けた動きを示す指標として、欧州サステ
ナビリティ報告基準（E S R S）の自主的な早期適用が挙げられます。
ESRSは、セクター横断的な12の基準と、従来の要件と比較してその 

範囲と綿密さが大幅に強化された120以上もの具体的な指標から構成
されます 2。今回の調査対象となったG 250企業のうち、E S R Sへの 

準拠に向けた準備を進めていることを明示する割合は2%にとどまりま
したが、これは、EU域内に拠点を置く企業がG250企業の5分の1に
すぎない事実を反映した結果といえます。欧州のN100企業に関しては、
その割合は12%にのぼりました。

国別で最も割合が高いのはスペインで、66%がESRSへの準拠に向け
た準備を進めています。EU加盟国のうち、キプロス、エストニア、アイル
ランド、ポーランド、ポルトガルでは20%以上がESRSを参照しており、
こうした動きからも、報告の義務化に向けた、企業への影響が明らか 

です。

ESGと 
サステナビリティ報告
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ESRSおよびEUタクソノミーに準拠する企業の地域別割合

G250
企業

欧州

中東・アフリカ

南北アメリカ

アジア太平洋
ESRS EUタクソノミー

5%
6%

1%
1%

3%
8%

12%
45%

 基準：サステナビリティ報告を行うG250企業239社およびN100企業4,581社

2% 14% N100
企業 6% 22%

EUタクソノミー

CSRDに準拠するには、環境に配慮した持続可能な経済活動
を定義する分類システムであるE Uタクソノミーを適用する 

必要があります。6つの環境目標のうちの少なくとも1つに、 
自社の活動がどの程度貢献しているかを報告することになり 

ます。EUタクソノミーは、EU規則2020/852に基づいて策定
されたもので、その他のEU指令やEU規則にも取り入れられ、
すでに適用対象となっている企業もあります。さまざまな環境
目標に基づく報告が段階的に導入されるなかで、大企業で 

すでにさまざまな規制に基づいて報告しているのが現状です 3。

C SRDを通じて、EU域内企業がEUタクソノミーの適用対象
となっていることをふまえれば、EUタクソノミーがESRSより
も広く使用されているのは当然といえます。G 25 0企業の
14%、欧州のN100企業の45%がEUタクソノミーに準拠した
報告を行っています。調査対象企業のうちEUタクソノミーに 

準拠する企業は、南北アメリカ8%、中東・アフリカで6%あり
ます。これには、グループ企業の子会社がEU域内に拠点を 

置く場合や、EU域内で大規模な事業を展開する場合が含まれ
ます。

EU加盟国であるドイツ、イタリア、ポルトガル、ルーマニア、 
スペイン、スウェーデンでは、N100企業の半数以上がE U 

タクソノミーに準拠しています。EU加盟国以外では、シェン
ゲン協定に加盟するアイスランド企業の79%が準拠しています。一方、アイスランドと同じく、EU加盟国ではないもののシェンゲン
協定に加盟するスイスでは9%、どちらにも加盟していないもののEUと密接な関係にある英国は11%にとどまっています。

ESGと 
サステナビリティ報告
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エストニア 

29%

ESRSとEUタクソノミーに準拠する企業の割合（上位国）

EUタクソノミー

66%

スペイン

ESRS
スペイン

66% 36%

キプロス ポルトガル

24%

アイルランド

28%

ポーランド

22%

アイスランド

79%

ドイツ

65%

イタリア

61%

スウェーデン

68%68%

ポルトガル

基準：サステナビリティ報告を行うN100企業4,581社
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主なポイント主なポイント

サステナビリティ報告が通常業務となっている
G 250企業のうち、サステナビリティ報告を行う企業の割合は2020年、2022年、 
2024年のいずれも96%であることから、報告が通常業務となっていることは明らか 

だといえます。

欧州でEUタクソノミーへの準拠が進む
すでにESRSに準拠する準備を進めている企業があり、EU域内では約半数の企業が
EUタクソノミーを使用しています。

EU域外でも数千社がCSRDの対象となる
C S R Dに基づいて、EU域外に拠点のある数千社を含む約5万社にサステナビリティ 

報告が義務付けられます。

日本企業への示唆
欧州上場企業では、2025年からCSRDに基づく開示が本格化します。CSRDとその
サステナビリティ開示基準であるESRSでは、環境、社会、ガバナンスの広範な項目が
開示対象となり、ダブルマテリアリティ分析を含む開示項目全般に対する限定的保証
も求められます。これに対応するには、従来の任意報告の枠組みとは異なり、企業全体
として継続的な開示を可能とするガバナンス体制や情報収集プロセス・システムの整備
が欠かせません。

継続的な開示を通じて、関連する指標について、パフォーマンスの改善がどの程度進んで
いるか、投資家をはじめとする幅広いステークホルダーから評価を受けることとなります。
日本企業の適用対象は700社以上であると想定されており、国内のサステナビリティ 
開示基準への対応と併せて、複数の開示基準への対応をどのように進めるかが喫緊の 
課題となっています。

一方、広範なサステナビリティ情報の開示要求は、企業にとって過剰な負担になるとの
懸念から、部分的な見直しの動きも見られます。今後の数年間は引き続き各国の制度
動向を注視しながらも、サステナビリティの開示体制を確実に整え、社内の実効的な
取組みを進めることが、グローバル展開する日本企業には求められるでしょう。

このような状況下で、日本企業は持続可能な成長を目指し、国際基準に適合した包括
的なサステナビリティ報告体制の構築を急がねばなりません。課題は多岐にわたり 
ますが、今後の発展を見据えた戦略的な対応が重要です。

里深 哲也 
有限責任 あずさ監査法人　パートナー 
サステナブルバリュー統轄事業部 開示・プロセスサービスライン リーダー
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年次報告書においてサステナビリティ報告やESG情報の開示
を行うG 250企業の割合は 82%にのぼります。この割合は
2017年の78%から2022年には68%まで低下しましたが、
今回の調査では再び上昇しています。これは主に、G250企業
の 5分の 3を占める中国と米国の企業において開示傾向が 

高まったことに起因しています。

一方、N100企業については、その割合に大きな変化はなく、
2022年から2ポイント上昇し62%となっています。ただし、 
地域間では大きな違いがあり、国・地域・法域間ではさらに 

顕著な差がみられます。年次報告書でサステナビリティ情報を
開示するN100企業の割合が、中東・アフリカでは50%である
のに対し、アジア太平洋地域では81%に上ります。日本とタイ
では、調査対象の全企業が、マレーシア、台湾、米国では97%

の企業が年次報告書でサステナビリティ情報を開示しています。

アラブ首長国連邦と中国では、年次報告書でサステナビリティ
情報を開示する企業が急増しています。調査対象企業のうち、
アラブ首長国連邦Eに拠点を置く企業の76%がサステナビリ
ティ情報を開示し、2022年の36%から大きく上昇しています。
また、中国に拠点を置く企業でも、2022年の19%から55%

まで上昇しています。

0%
2017年

基準：G250企業250社とN100企業5,800社

2020年 2022年 2024年

50%

75%

25%

78%
76%

68%
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96% 94%
100%

60% 58% 60% 62%

100%

G250企業 N100企業 日本

年次報告書でサステナビリティ情報を開示する企業の割合

統合報告
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年次報告書でESGおよびサステナビリティ情報を開示する企業の割合（国・地域・法域別）

イスラエル

27% 2024年     (22% 2022年)
パナマ

23% 2024年     (18% 2022年)
アンゴラ

21% 2024年     (18% 2022年)
キプロス

15% 2024年     (14% 2022年)
ベネズエラ

6% 2024年     (8% 2022年)

低水準

日本

100% 2024年     (94% 2022年)
タイ

100% 2024年     (86% 2022年)
マレーシア

97% 2024年     (97% 2022年)
台湾

97% 2024年     (90% 2022年)
米国

97% 2024年     (80% 2022年)

高水準

アラブ首長国連邦

76% 2024年     (36% 2022年)
中国

55% 2024年     (19% 2022年)

ベトナム

43% 2024年     (79% 2022年)

急上昇

急低下

基準：N100企業5,800社

年次報告書でサステナビリティ情報を開示するN100企業の
割合を業種別に見ると、自動車が72%と最も高く、石油・ガス
と化学（69%）、鉱業（68%）がこれに続きます。割合が最も 

低いのがヘルスケアと小売で、調査対象となったN100企業中
の50%にとどまりました。

I F R S財団が所有する統合報告フレームワークを使用する
G 250企業の割合は、2022年の25%から今回の調査では
17%に低下しています。一方、N100企業を見ると、5ポイント
上昇し24%となっています。統合報告フレームワークを使用す
る割合は、中東・アフリカで45%と最も高く、欧州では16%に
とどまっています。

統合報告
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タイでは、CO2削減目標を公表し、サステナビリティについて
役割を担う取締役や執行責任者を置く企業が急増し、94%と
調査対象のなかで最も高い割合となりました。サステナビリ
ティ指標と役員報酬を連動させる企業も増加しています。その
要因は、気候関連リスクに対する意識の高まり、ステークホル
ダーの期待の高まり、サステナビリティの目標や基準の遵守が
企業に求められる世界的な状況が考えられます。

こうした動きは、サステナビリティを企業戦略に統合する、 
より広範な取組みも反映しています。

 

一方、サステナビリティ情報の保証に関する情報を開示する 

企業の割合は、2022年の61%から44%へと他国よりも大き
く低下しました。こうした低下の主な要因は、保証に関する 

規制要件が存在しないことや、多くの企業がサステナビリティ
情報の正確性に関する課題に直面している現状が挙げられます。

Tantichattanon Natthaphong 
パートナー・ESG担当リーダー 

KPMGタイタイは、調査対象の全企業がサステナビリティ報告を行っ
ている7ヵ国の1つであり、その全てが年次報告書でサス
テナビリティ情報を開示する2ヵ国の1つです。主に規制
当局による要請、ステークホルダーや投資家のニーズ、 
サステナビリティを重視する傾向の高まりが複合的要因と
なり、タイ企業におけるサステナビリティ報告の実践を後
押ししていると考えられます。

タイの 
視点

統合報告
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主なポイント

G250企業の82%が年次報告書でサステナビリティ情報を開示している
年次報告書でサステナビリティ情報を開示する企業が中国と米国で増加したことに
より、G250企業での割合は82%と高水準となりました。

年次報告書でのサステナビリティ情報の開示は、日本とタイでその割合が高い
日本とタイは、調査対象企業の全社が年次報告書でサステナビリティ情報を開示して
います。これに続くのはマレーシア、台湾、米国で97%となっています。

業種別では自動車が最も高い割合を示す
年次報告書でサステナビリティ情報を開示する割合が最も高い業種は自動車で、 
その割合は72%となりました。

日本企業への示唆
2023年3月期の有価証券報告書から、サステナビリティ情報の開示が開始され、
サステナビリティ情報開示の重要性の認識が高まっています。ただし、これまで 
開示されている有価証券を確認すると、先進的な企業とそれ以外の企業との間の
バラつきがまだまだ大きいように感じています。

そうしたなか、2024年3月に金融庁／金融審議会に「サステナビリティ情報の
開示と保証のあり方に関するワーキンググループ」が設置されました。プライム 
市場の上場会社においては2027年3月期から段階的にサステナビリティ基準
委員会（SSB J）による基準に準拠した開示をしたうえで、その翌年度から一部
情報について保証業務の実施が必要になることが徐々に明らかになっています。

SSBJによる基準は、国際サステナビリティ基準審議会（ ISSB）による基準との
整合性を強く重視して開発されており、SSBJ基準に準拠した開示を正確かつ
適時に実施していくことにはさまざまな課題があると考えられます。今回の 
調査結果においても、今後更なる取組みが必要な領域が明らかになっており、
「日本企業にとって比較的苦手な領域」を素通りすることなく、一歩ずつ開示の
拡充を進めていくことが重要と考えています。

関口 智和 
有限責任 あずさ監査法人 
常務執行理事

統合報告
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サステナビリティ報告のガイドラインおよび基準として、企業
は主に3つの選択肢から自主的に導入を進めています。しか
し、そのペースや導入状況は国・地域・法域によって大きく異な
ります。現状、欧州CSRDによるサステナビリティ情報開示の
義務化による著しい影響は考えられないものの、今後は状況
が変わる可能性があります。

GRI

現在、グローバルレポーティングイニシアティブ（GRI）の基準
が最も広く使用されています。G 250企業が導入する割合は
77 %と大きな変化はなく、2022年比で1ポイントの低下、
2017年比で2ポイントの上昇となっています。N100企業では、
71%と前回に引き続き割合が上昇し、2022年比で3ポイント、
2017年比で8ポイントの上昇となっています。

地域別に見ると、GRIを採用する割合は中東・アフリカにおけ
る64%からアジア太平洋地域の75%の範囲内にあり、報告の
枠組としてはすべての地域で最も広く使用されています。国別
では、パキスタン（18%）、エストニア（24%）などでG R Iを 

使用する割合が低いものの、GRI以外の基準やガイドライン
は、さらに低い割合となっています。

GRI以外の基準やガイドラインがより広く使用されている国も
あります。例えば、インドではGRIを採用する割合が27%なの
に対し、証券取引所のガイドラインの採用は89%に上ります。
また、カナダではGRIを使用する割合が28%なのに対して、
S A SB基準の採用は73%に上ります。台湾ではGRIが最も 

広く使用され、サステナビリティ報告を行うすべての企業が
GRIを使用しています。これに続くのがシンガポールの97%、
日本、スペイン、韓国の94%です。

SASB

今回の調査では、現在は IFRS財団の傘下にある、サステナビ
リティ会計基準審議会（S A S B）が策定した基準を採用する 

割合が、G250企業で2022年の49%から56%に上昇しまし
た。G 250企業よりも多様な企業が対象となるN100企業で
も、2022年の33%から41%に上昇しています。SASB基準
を採用する企業では、TC FD提言に沿った開示を行っている 

場合、ISSB基準に準拠する態勢が概ね整うことになります。

S A S B基準は南北アメリカで 67%の企業が採用しており、 
他の地域の約2倍に相当します。これにはN100企業の70% 

以上がSASB基準を採用するブラジル、カナダ、チリ、米国が
含まれます。南北アメリカ以外では、台湾（96%）、韓国（86%）、
アイルランド（65%）の企業が高い割合を示しています。

ガイドラインと
基準
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証券取引所のガイドライン
証券取引所が発行する基準やガイドラインを使用する企業
の割合は、G R IやS A S B基準と比較すると低いものの、
2022年からは大幅に上昇しています。今回の調査では、 
証券取引所のガイドラインを使用する割合がG 250企業で
2022年の23%から28%に上昇したのに対し、N100企業
は23%から31%とより大きく上昇しています。2017年との
比較では、どちらも2倍以上の増加が見られます。

証券取引所がサステナビリティに関する基準やガイドライン
を策定している場合、一般にはこれらが最も広く使用され 

ます。こうした基準やガイドラインを使用する企業の割合は、
中東・アフリカで62%と高く、アジア太平洋地域の47%が
これに続きます。一方、S A S B基準が最も多く使用される 

南北アメリカと、C S R Dの使用が間もなく義務化される 

欧州では、証券取引所の基準やガイドラインを使用する 

企業の割合は5分の1を下回ります。

証券取引所の基準またはガイドラインを使用する割合が 

高いのは、サウジアラビアで100%、中国、インド、マレーシア
で99%、シンガポール、南アフリカ、アラブ首長国連邦は
80%以上となっています。

その他のフレームワーク
今回の調査では、企業が多様なサステナビリティ報告の 

フレームワークを使用していることが明らかとなっています。
新たに調査したCSRD、EUタクソノミー、ISSB基準、米国
SEC、カリフォルニア州の気候関連情報開示規則の加え、他
のフレームワークを使用する企業は、G 250企業で58%、
N100企業で45%にのぼります。一般的なのは、前述のGRI

やSASB基準ですが、インドでは、調査対象企業の80%が
同国のBusiness Responsibil ity and Sustainability 

reporting （BRSR）の基準を採用しています。

GRI、SASB、証券取引所ガイドライン（SE）を
採用する企業の割合（2017～2024年）
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GRI、SASB、証券取引所ガイドラインを採用
する企業の地域別割合（2024年）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

南北アメリカ アジア
太平洋

欧州 中東 日本

GRI SASB 証券取引所

70%
75%

71%
64%67%

36% 36%

28%

19%

47%

18%

62%

94%

36%

0%

基準：サステナビリティ報告を行うN100企業4,581社

GRI、SASB、証券取引所ガイドラインを採用する割合が高い上位10の国・地域・法域

カナダ

シンガポールブラジル

GRI上位10 SASB上位10 証券取引所ガイドライン上位10 

スペイン

インド

韓国
日本

中国

米国

ギリシャ

マレーシア

ポルトガル

台湾

ベネズエラ

アルゼンチン
チリ

アイルランド

メキシコ

アイスランド

サウジアラビア

南アフリカ

アラブ首長国連邦

基準：サステナビリティ報告を行うN100企業4,581社

ガイドラインと
基準

35 © 2025 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

|  KPMGグローバルサステナビリティ報告調査2024



イントロダクション 調査手法 ESGと 
サステナビリティ報告 統合報告 保証 マテリアリティ 炭素削減目標 生物多様性 持続可能な 

開発目標
TCFDと
IFRS S2

ESGリスクと 
ガバナンス

サステナビリティ報告
の高度化にむけて

KPMGジャパン
の支援

中東各国の証券取引所が策定したガイドラインは、今後、
上場企業と非上場企業の双方に適用が見込まれる潜在
的な規制要件であると認識されています。各企業は、 
E S G情報に対する投資家の潜在的な期待を反映する 

こうした基準に準拠し、国際的な枠組みに沿った指標を
取り入れることは、自社のイメージ向上の機会と捉えて 

いる可能性があります。

サウジアラビアとアラブ首長国連邦の証券取引所は、 
持続可能な証券取引所（SSE）イニシアチブに参加してい
ます。SSEは、国連が主導する資本市場の持続可能性の
向上を目的としたプラットフォームであり、多様なステーク
ホルダーが参加するイニシアチブです。S SEへの参画に
よる成果の1つは、両国の証券取引所が上場企業を対象と
したE S G報告のガイダンスを公表し、企業による情報 

開示の導入や改善を促進していることです。アラブ首長国
連邦の規制当局が上場企業にESG報告を義務付ける一
方、サウジアラビアでは任意となっていますが、他の地域
の取引所と同様の規制が導入されることを想定し、サウジ
アラビア証券取引所のガイドラインを採用する企業が 

増えています。

中東の 
視点

ガイドラインと
基準
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ガイドラインがESG開示の重要性を考慮し、ESGガバナンス
の構築に向けたプロセスに着手し、E S Gのマテリアリティ 

評価を企業に奨励している一方で、企業は、開示情報の質では
なく、開示要件への準拠に重きを置いているのも現状です。 
中東地域の企業には、今後その取組みを進めるにあたり、これ
まで以上にデータの範囲、品質、管理、保証に注意を払う必要
が生じるでしょう。

金融業界においては、UAE中央銀行（CBUAE）がサステナビ
リティ関連開示原則（プロセス、正確性、対象範囲、関連性、 
サステナビリティ関連の製品ラベル表示など、企業によるサス
テナビリティ報告の強化を目的とした自主ガイドライン）を 

通じて、質の高いESG開示を奨励する取組みを進めています。
同業界では、一般にこうしたガイドラインが起点となり、規制
要件が確立される傾向にあるため、規制当局は、開示情報の
質、網羅性、透明性、明確な開示プロセスの確立に向けた取組
みを今後強化していくと想定されます。

今後、アラブ首長国連邦では、気候変動に関する連邦法
（2025年5月施行）が公布され、公的機関と民間機関の双方
に温室効果ガス排出量の測定と報告、達成期限付きの削減 

計画の公表が義務付けられることになります。

これにより、サステナビリティ報告における温室効果ガス 

指標の採用と報告範囲の拡大が図られ、企業によるデータの
収集、検証、監視、報告システムの構築が促されることとなる 

でしょう。

Fadi Alshihabi

パートナー、中東地域サステナビリティ 

ソリューション担当リード 

KPMGサウジアラビア

ガイドラインと
基準
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NCG 461の適用は資産規模に応じて段階的に進められ、サス
テナビリティ経営に関する報告を行う企業は着実に増加して 

います。2024年 8月には、C M FがN C G 461に基づく統合 

年次報告書に関する指示を改善する規則として、2026会計 

年度からIFRS S1号およびS2号の適用を2027年の報告から
義務付けました。

これに加えて、取締役会の男女比率に関する方針の開示も 

新たな義務として追加されています。

チリでは、企業は透明性の確立と効果的なESGガバナン
スの構築という2つの課題に直面しています。これまで 

多くの企業が主にG R I基準に基づくサステナビリティ 

報告書を自主的に公表してきましたが、2021年11月に 

チリ金融市場委員会（CMF）が、年次報告書に関する新た
なスタンダード（NCG 461）を公表し、対象となる企業に、
サステナビリティに関するプロセス、取組み、方針の透明
性に関する新たな要件を課しました。

チリの 
視点

ガイドラインと
基準
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すでに他のフレームワークや基準に基づいてサステナビリティ
経営について報告していた企業がNCG 461に準拠するために
は、追加の情報を開示する必要が生じます。S A SB基準への
準拠が義務付けられることとなり、より厳密な要件を伴う新た
な報告基準が確立されることになります 4。より厳密な基準の
適用対象となる企業には、輸出を行う企業、鉱山関連、林業 

関連の企業など、強固な国際的コネクションを持つ多国籍 

企業や国内の企業が含まれます。

多くの企業がまだサステナビリティ経営の初期段階にあり、
NCG 461への準拠に精一杯であったことからも、サステナビ
リティ情報を初めて開示する企業がさらに大きな課題に直面
したことは明らかです。金融セクターも、N C G 461ではより 

多くの情報の開示が求められるため、これまでにない大きな 

課題に直面しています。

その他、多くの企業がE S Gの課題について役割を担うリー
ダーを定めているものの、サステナビリティに関連した取組み
の開示は不十分であり、国際的なベストプラクティスとのさら
なる整合性が必要となっています。

Karin Eggers

サステナビリティ・気候変動・人権担当 

マネージング・ディレクター 

KPMGチリ

ガイドラインと
基準
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主なポイント主なポイント

引き続きGRIが最も広く採用されている
GRIは、引き続きG250企業の多くで採用され、N100企業でも増加が見られ、すべての地域で最も広く採用されている報告基準となっています。

SASB基準の採用も増加
SASB基準は、特に米国で広く採用され、調査対象の3分の2が使用しています。

地域によっては証券取引所のガイドラインが広く使用される
各地の証券取引所が策定するガイドラインが、中東、アフリカ、アジア太平洋など、一部の国・地域・法域で広く使用されています。

ガイドラインと
基準
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サステナビリティ情報に対する保証報告書を
公表している企業の割合（2005～2024年）

基準：サステナビリティ報告を行うG250企業239社およびN100企業4,581社

69%

89%

54%

欧州C SRDに基づく報告を行う企業には、第三者保証
の取得が義務付けられます。今後、数年間にわたり欧州
および他の地域で、第三者保証を取得する企業の割合
が増加すると想定されます。この割合はすでに増加傾向
にあり、サステナビリティ報告を行うG 25 0企業の
69 %、N100企業の54%がサステナビリティ情報に 

関する第三者保証を取得する企業に上っています。 

KPMGが2005年に初めてサステナビリティ情報に対す
る保証を取得する企業数を調査した際は、G250企業で
30%、N100企業で33%にとどまっていました。

サステナビリティ情報に対する保証を取得する企業の 

割合は欧州で最も高く、調査対象の59 %が何らかの 

保証を取得しており、その割合は2022年の53%から 

上昇しています。これに僅差で続くのがアジア太平洋 

地域で55%、南北アメリカが53%でした。一方、中東・
アフリカでは保証を取得する企業の割合が全般に低く、
今回の調査では34%にとどまりました。

イタリア、日本、オランダ、韓国、台湾では、80%以上の
企業が第三者保証を取得しており、台湾ではその割合が
9 9 %に上ります。コスタリカ、キプロス、ギリシャ、 
アイルランド、オランダ、韓国、米国では、2022年から
20ポイント以上の上昇が見られました。

保証を取得する企業の割合が20%を下回ったのはエス
トニア、マルタ、パキスタン、サウジアラビアで、アラブ 

首長国連邦では 8 %にすぎませんでした。保証を取得 

する企業の割合が2022年から低下した国は、アンゴラ、
オーストリア、チリ、コロンビア、エストニア、ルクセンブル
ク、ナイジェリア、サウジアラビア、スペイン、タイ
（2022年の61%から44%に急減）、アラブ首長国連邦
の11ヵ国でした。

業種別に見ると、サステナビリティ情報について保証を
取得する割合は、最も高い自動車が 70 %、最も低い 

運輸・観光が47%でした。

第三者保証を取得している企業のうち、財務諸表監査 

と同じ組織にサステナビリティ情報の保証を依頼した 

割合は、G250企業で48%、N100企業で54%となり
ました。

保証
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サステナビリティ情報に対する保証報告書を公表している企業の業種別の割合

全体に占める割合

自動車
70%

食品・飲料
50%

石油・ガス
60%

金融
53%

林業・製紙
61%

工業・製造・金属
54%

生活家庭用品
57%

小売
51%

建設・資材
51%

公益事業
51%

鉱業
63%

テクノロジー・メディア・通信
59%

化学
59%

 ヘルスケア
50% 47%

運輸・観光

基準：サステナビリティ報告の第三差保証を取得するN100企業2,489社

保証
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サステナビリティ保証リーダーの見解

2022年の時点で、サステナビリティ報告は自発的なもので 

あり、報告要件も限定的でした。しかし、この2年間で規制 

要件が強化され、この状況は大きな変貌を遂げています。

2025年からは、数百社に及ぶ企業による企業サステナビリティ
報告指令（C S R D）に基づく報告が始まり。C S R Dの影響を 

受ける企業は、今後数年間で数千社から最終的には数万社に
まで拡大します。さらに、EU域外でも、国際サステナビリティ
基準審議会（ ISSB）による基準などを導入する、または導入を
進める国が増加しています。

注目すべきは、報告義務が存在しない地域でも、多くの企業が
今後の義務化を見越して、サステナビリティ報告に事前に対応
していることです。

ISSB基準は保証を義務としてはいませんが、CSRDでは、サス
テナビリティ情報に関する第三者保証の取得が義務付けられ
ます。保証要件は、段階的アプローチに従って導入され、大半
の企業が当初は限定的保証の対象となります。

取得する保証のレベルに関わらず、企業には規制当局やステー
クホルダーに正確な情報を提供する義務があります。第三者 

保証が取得されることで、投資家やその他の利用者は、より 

信頼度の高い情報に基づく意思決定ができるようになります。

これに加えて、サステナビリティ報告全体の透明性と信頼性も
向上することになるでしょう

Mike Shannon

ESG情報保証担当グローバルヘッド 

KPMGインターナショナル

日本企業への示唆
今回の調査対象となった日本企業の89%が、すでに任意で
保証を受けていることがわかりました。保証業務では、企業
が作成したサステナビリティ情報（主題情報）が適合する 
規準に従って作成されているかどうかについて、保証業務 
実施者が証拠を入手し、結論を報告します。これまで、サステ
ナビリティレポート等で開示される主題情報は、多くの場合、
個々の企業が独自に設定した規準に従って作成されていまし
たので、例えば、G H G排出量の算定対象の組織や活動が 
必ずしも網羅的でない場合でも、企業が算定対象の組織や
活動を注記していれば、保証業務上は許容されることがあり
ました。しかし、サステナビリティ情報の開示や保証が制度
に基づいて要求されるようになった場合、原則として開示 
基準における要求事項が規準となり、規準からの著しい逸脱
は、たとえ注記でその旨が説明されていたとしても、保証 
業務において許容することは難しくなってきます。

したがって、今後、企業には、制度に基づく開示基準の要求
事項とのギャップをできるだけ早期に特定し、ギャップを埋め
るための対応に着手することが推奨されます。

斎藤 和彦 
KPMGあずさサステナビリティ株式会社 
代表取締役　パートナー

イントロダクション 保証
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KPMGは、2022年にサステナビリティ報告におけるマテリア
リティ評価の実施状況の調査を開始しました。今回は、 
マテリアリティ評価のうち対象が広く、欧州C S R Dでもその
コンセプトが採用されている「ダブルマテリアリティ評価」に 

ついても調査しています。

今回の調査では、企業がマテリアリティ評価を実施する場合
を想定し、次の3つに分類しました。

•  インパクトマテリアリティ：企業の事業活動による社会や 

環境への影響を評価

•  財務マテリアリティ：サステナビリティのさまざまな側面が、
企業の財務実績やキャッシュフローに及ぼす影響を評価

•  ダブルマテリアリティ：財務的影響と環境や社会への影響の
両方を評価

2024年の調査では、G250企業の78%、N100企業の79%

がマテリアリティ評価を実施していました。2022年と比べて、
G 250企業は1ポイント、N100企業は8ポイント上昇しまし
た。ダブルマテリアリティ評価を実施した割合は、G250企業
の50%に対し、N100企業は42%でした。

地域別にみると、マテリアリティ評価が実施された割合は、 
アジア太平洋地域が85%と高く、2022年の67%から上昇 

しました。また、中東でも78%と、2022年の52%から上昇 

しました。

ダブルマテリアリティ評価を実施した割合を地域別に見ると、
中東が最も高く47%でした。欧州は45%でしたが、CSRDが
ダブルマテリアリティ評価を採用しているため、この数年間で
上昇することが考えられます。

ダブルマテリアリティ評価の実施割合が最も少ないのは北米
で、64%を占めるマテリアリティ評価を実施する企業のうちの
25%にとどまっています。

国別に見ると、マテリアリティ評価を実施する企業は、エスト
ニア、アイスランド、マルタ、ナイジェリア、パキスタン（30%と
最下位）、米国で50%を下回る一方、日本、マレーシア、台湾
では調査対象の全社が実施しています。また、調査対象の 

うち、ダブルマテリアリティ評価を実施する割合がオースト 

ラリア、キプロス、ナイジェリア、ベトナムで10%を下回るのに 

対して、韓国（91%）と日本（84%）では最も高い割合を記録 

しています。

マテリアリティ
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業種別では、割合が最も高いのは生活家庭 

用品の86%で、自動車、林業・製紙、鉱業（いず
れも84%）、化学（82%）が続きます。ダブル 

マテリアリティ評価を実施する割合が高いの
は、自動車（57%）、化学（54%）、林業・製紙
（52%）となっています。ヘルスケアではマテリ
アリティ評価を行った割合が62%、ダブルマテ
リアリティ評価を行った割合が31%と、最も 

低い業種となっています。

中南米 中東 アフリカ 北米欧州

実施なしインパクトマテリアリティのみ ダブルマテリアリティ マテリアリティ合計 財務マテリアリティのみ

マテリアリティ評価を実施する企業の地域別割合

基準：サステナビリティ報告を行うG250企業239社およびN100企業4,581社

82% 78%
70%

64%

76%
35%
3%

44%

31%

47%

29%

9%

32%

31%

8%

36%24%30%22%18%

アジア
太平洋

85%

35%

10%

40%

15%

25%

28%
3%

45%

G250
企業

22%

50%

10%

18%

78%

日本

100%

0%

4%

84%

12%

N100
企業

21%

42%

5%

32%

79%

マテリアリティ
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KPMG米国のサステナビリティ担当リーダーの視点

今回の調査で、N100企業の全社がサステナビリティ報告を
行っていた7ヵ国の1つが米国です。米国では、調査対象100社
のうち99社がサステナビリティの実績について独自の報告書
を作成し、公表しています。

こうした報告はいずれも直接的または間接的に、米国SECの
気候関連情報開示規則、州および地方の気候関連開示法、 
欧州C SRD、ISSB基準を含む少なくとも1つのサステナビリ
ティ報告規則に準拠して作成されています。2024年4月、SEC

が気候関連情報開示規則の施行を一時保留しました。その 

結果、2025年から報告義務が生じるC SRDへの準拠に大半
の米国企業が注力を注いでいるのが現状です。

米国企業のほぼ半数にあたる48 %がマテリアリティ評価の 

実施について報告し、その大半は自社の事業活動が社会や 

環境に及ぼす影響について評価するインパクトマテリアリティ
評価を行っていました。注目すべきは、ダブルマテリアリティ 

評価を実施した割合が11%にとどまっている点です。相当数の
米国企業がCSRDにもとづく報告を全社規模で自主的に選択
するなか、C S R Dがダブルマテリアリティ評価を要件として 

いるため、この割合は今後大幅に上昇すると考えられます。

サステナビリティ報告の義務化の動きが強まり、多国籍企業に
とっては相互運用性に関する重大な課題が生じています。この
課題に対しては、あらゆる規則を充足する単一のサステナビリ
ティ報告のプログラムの構築が必要となるでしょう。サステナ
ビリティをめぐるマテリアルな課題の特定が起点となり、戦略
的な行動が促され、報告要件が定義されていくでしょう。

Maura Hodge

米国サステナビリティ担当リーダー 

KPMG米国

イントロダクション マテリアリティ
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4分の3以上の企業がマテリアリティ評価の結果を開示
今回の調査対象となったG250企業の78%とN100企業の79%がマテリアリティ評価結果を開示し、
この割合が最も高いのはアジア太平洋地域の企業でした。

G250企業の半数がダブルマテリアリティ評価を行っている
企業の事業活動が社会や環境に与える影響と、サステナビリティに関連するリスクや機会の財務的影響の
両方を対象とするダブルマテリアリティ評価が、G250企業の50%、N100企業の42%で実施されています。

業種別では、生活家庭用品においてマテリアリティ評価が行われた割合が最も高い
マテリアリティ評価を実施する割合が最も高い業種は生活家庭用品で、自動車、林業・製紙、鉱業が
これに続きます。

日本企業への示唆
今回の調査から分かるように、マテリアリティ評価を行う企業の割合
は増加傾向にあります。日本では調査対象の全企業がマテリアリティ
評価を実施しており、なかでもダブルマテリアリティの考え方を採用 
する企業の割合は80%を超えています。

しかし、多くの日本企業は経営戦略とサステナビリティの統合・連動に
課題を抱えています。近年、10～15年先の長期ビジョンを描いたうえ
で �経営の重要課題�を特定し、バックキャストで中期経営計画を策定・
実行する手法が多く見られます。これらの検討は主に経営層や経営 
企画部門が担っています。

一方で �サステナビリティ課題� を対象としたマテリアリティ評価は、 
サステナビリティ部門が主体となり、さらに長期の時間軸で検討して 
います。また、企業の価値創造やC S Rの文脈で特定していた数年前 
から状況が変化し、近年は制度開示対応の色合いが強くなっています。

経営戦略とサステナビリティの間には取組みの「目的・対象」「時間軸」
「検討主体」の3つの側面で違いがあり、結果として両者が泣き別れる
という事象が発生しています。上記の違いを認識したうえで、いかに 
両者の統合・連動を図りつつ戦略の遂行と制度開示の両立を図って 
いくかが問われています。

主なポイント主なポイント

大元 淳 
有限責任 あずさ監査法人 
ディレクター

マテリアリティ
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世界の大手企業の大半が炭素削減目標を設定しています。 
削減目標を公表するG250企業の割合は95%と、2022年の
80%から上昇しました。G250企業から実質的に2年遅れに
なるとはいえ、N100企業が目標を設定する割合も80 %と 

なり、2017年の50%、2022年の71%から増加しました。

中東・アフリカでの割合は64%にとどまりますが、アジア太平
洋地域での急増を筆頭に、高い割合で目標の設定が進んで 

います。日本については、2022年の90%からさらに上昇し、
100%となりました。また、中国についても、2022年の38% 

から55ポイントと大きく上昇し、93%となっています。

業種別にみると、炭素削減目標を公表する傾向が最も高いの
は自動車で 91%でした。これには、化石燃料から電気駆動
エンジンへの移行による排出量の削減を求める政府からの 

プレッシャーが背景に考えられます。これに続くのが鉱業で、
調査対象企業の87%が炭素削減目標を公表しています。割合
が最も低いのはヘルスケア（70%）で、金融（74%）がこれに 

続きます。

炭素削減目標を外部の気候目標、なかでも世界の気温上昇を
産業革命前の水準から2℃未満に抑制することを目指すパリ
協定の目標と関連付ける傾向が高まっており、この目標を採用
する割合はN100企業で60%と、2017年の23%、2022年の
54%と上昇しています。

ほかにも、N100企業の11%が自国の目標と関連付けており、
4%が地域の目標と関連付けています。いずれの割合も2022年
からわずかに減少しています。N100企業の61%が実質的な
排出量削減のみに言及している一方、残りの大部分の企業は
炭素クレジットの利用についても言及しています。これらの 

割合は2022年からほとんど変化はありません。

N100企業の40%が科学的根拠に基づく削減目標を採用して
おり、2022年の32%から増加しています。さらに11%が今後
採用を予定しており、この割合は2022年と同じです。これらの
目標は、科学的根拠に基づく削減目標イニシアチブ（SBT i）に
コミットしたものとなっています 5。

炭素削減目標
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炭素削減目標を設定する企業の地域別の割合（2022～2024年）

基準：サステナビリティ報告を行うN100企業4,581社
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炭素削減目標を設定する企業の割合（2017～2024年） 

基準：サステナビリティ報告を行うN100企業4,581社

炭素削減目標
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100%
日本 10ポイント

92%  
ベルギー 30ポイント
スペイン 1ポイント
スウェーデン 18ポイント
台湾 8ポイント

97% 
フィンランド 30ポイント

91% 
ハンガリー 29ポイント
ポルトガル 18ポイント
スイス 33ポイント

96% 
ドイツ 36ポイント

95% 
マレーシア 92ポイント
ノルウェー 26ポイント

94% 
米国 38ポイント

93% 
カナダ 16ポイント
中国 55ポイント
アイルランド 29ポイント

炭素削減目標を設定する企業の割合が上位の国・地域・法域（2022～2024年）

90% 
ギリシャ 15ポイント
タイ 27ポイント
英国 5ポイント

基準：サステナビリティ報告を行うN100企業4,581社

炭素削減目標
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あらゆる法域や多様な業種で、炭素削減目標を公表する企業
が増えていることは望ましいことです。しかし、いま企業が直面
する真の課題は目標設定にとどまらず、その達成に必要な 

行動を実践することにほかなりません。これは決して容易では
なく、近年取締役会における大きな課題であり、目標の達成に
向けた取組みが後退する企業が現れるなど、残念な結果も 

見られます。

気候移行計画を策定する企業はますます増加し、なかには、 
規制当局や投資家の要求に応え、ネットゼロ目標の具体的な
達成方法を明らかにしている企業もあります。

移行計画では、その実行に要する資金をいかに調達するのか
という課題も取り扱う必要があります。エネルギー転換と資産
効率の向上への投資といった脱炭素化に要するコスト、特に 

排出削減が困難なHard-to-abateセクターとも呼ばれる業種
における具体的な技術的ソリューションの創出、人材、ガバ
ナンス、システム変更に要する組織的取組みなど、数多くの 

根本的な課題が浮き彫りとなり始めています。

しかし、こうしたさまざまな課題が生じる混乱のなかにおいて
も、耳を傾けるべき1つの明確なメッセージがあります。それ
は、脱炭素化やより広範なサステナビリティ戦略の追求が、 
きわめて現実的な価値につながっていくというメッセージです。

炭素税などのデメリットを回避し、製品やサービスのグリーン
化を通じて市場シェアを拡大するなどのメリットを実現して 

いくことで価値が創出されます。こうして創出しうる価値を、 
脱炭素化戦略の全体的なコストと影響を考慮するうえで適切
に評価すべきであるというのが、私たちから企業への明確な
メッセージです。

Mike Hayes

気候変動・脱炭素化担当リード、 
再生エネルギー担当グローバルヘッド
KPMGインターナショナル 

KPMGの気候変動・脱炭素担当グローバルリーダーの視点

イントロダクション 炭素削減目標
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ほぼすべてのG250企業がCO2削減目標を掲げる
炭素削減目標を公表する企業の割合は、G 250企業で95%、N100企業で80%と、きわめて 

高い割合となっています。

国別では日本が最も高く、中国がこれに続く
日本では調査対象の100%が炭素削減目標を公表しています。これに続くのが中国で、その割合
は93%と、2022年の38%から大きく上昇しています。

パリ協定の目標と関連付けた目標を掲げる企業が大半となっている
今回の調査では、60%の企業が、自社の削減目標を世界の気温上昇を産業革命前の水準から
2℃未満に抑制することを目指すパリ協定の目標に関連付けています。

日本企業への示唆
従前から国内のエネルギー使用量、GHG排出量の算定と報告、削減努力に
関する法規制に対応してきた日本企業にとって、炭素削減目標を設定する 
企業の割合が100 %になったことは、大きなサプライズではありません。 
他の国、地域、法域と比較すると、気候変動対応における日本企業の先進性
の1つであるともいえます。

炭素削減目標の達成に向けて、多くの日本企業が再生可能エネルギーの 
導入によるスコープ2排出量の削減に取り組んでいます。この流れは今後も
拡大し、大幅な削減を果たす企業はさらに増えると考えられます。そのような
企業は、いわゆるHard-to-abateセクター （排出削減が困難な業種）と同様
に、残ったスコープ1排出量の削減が次の大きな課題になります。この課題
に対応するためには、生産で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ 
転換するなど、生産プロセスの大幅な変更や大規模な設備投資、場合に 
よっては事業ポートフォリオの組み換えを伴うような気候移行計画が必要に
なります。この計画は財務もしくはビジネスそのものに影響するため、取締役
会による意思決定が必要になります。日本企業がこのような気候移行計画の
作成と実行に取り組むことが、投資家を含むステークホルダーの期待に応え
ると同時に、自社の持続可能な成長のために必要であると考えます。

主なポイント主なポイント

家弓 新之助 
KPMGあずさサステナビリティ株式会社 
パートナー

炭素削減目標
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G250企業のうち、生物多様性と自然の喪失を事業リスクとし
て報告する企業の割合は56%となり、2020年の28%から 

倍増しています。より広範な企業を対象とするN100企業では
49%と、2020年の23%から倍以上に増加しています。

2 0 2 2年の調査時点では、自然関連財務情報開示タスク
フォース（TNFD）の設立とCSRDの施行に伴い、生物多様性
に関する報告を行う企業の増加が見込まれていました。明ら
かな上昇は見られたものの、2022年から2024年の上昇率
は、2020年から2022年の上昇率を下回りました。

中南米の調査対象企業では、上昇がほとんど見られなかった
一方、中東・アフリカでは56%となり、2022年の35%から 

着実な上昇が見られ、生物多様性に関する報告を行う企業の
割合が最も高い地域とりました。

生物多様性と自然の損失を 
事業リスクとして報告する 
G250企業の割合が倍増

国別に見ると、生物多様性に関する報告を行う企業の割合が
高いのは、オランダ（83%）、日本（80%）、ブラジル（76%）で
した。その割合が低いのはエストニア、イタリア、ベトナムで、
5分の1を下回りました。

業種別にみると、操業地域の環境に直接的かつ重大な影響を
及ぼす恐れがある業種で、生物多様性に関する報告を行う 

傾向が高く、鉱業（68 %）、石油・ガス（62 %）、林業・製紙
（55%）が該当します。一方、その傾向が低い業種はヘルスケア
（36%）、運輸・観光（37%）となっています。

生物多様性
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生物多様性に関する報告を行う企業の地域別の割合（2020～2024年）
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基準：サステナビリティ報告を行うG250企業239社およびN100企業4,581社
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生物多様性
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ガバナンス

企業の経済的成功にきわめて重要な問題として、自然と生物
多様性に対する認識が急速に高まっています。20 2 2年の
COP15で「昆明―モントリオール生物多様性世界枠組み」が
採択され、COP16に参加する企業数がCOP15から倍増した
ことを受け、生物多様性はいま、取締役会レベルの議題となっ
ています。

業種によっては、組織として自然や生物多様性への影響と依存
度を評価することは目新しいことではありません。これは、 
鉱業、林業・製紙、石油・ガスといった業種における報告の 

割合の高さに表れています。ただ、ほとんどの業界にとって、 
生物多様性は複雑かつ新たな課題であり、その全体像は十分
に把握されているわけではありません。この複雑さの要因に
は、自然と生物の多様性が場所によって異なり、多面的である
ことが挙げられます。

T N F Dによる任意の枠組みの提供や、C S R Dによる報告の 

義務化に起因して、多くの組織が自然への依存や影響、自然に
関するリスクや機会を把握するための一歩を踏み出しつつあり
ます。 

企業が活動を行ううえで、それが直接的な事業活動でも、広範
なバリューチェーンを通じたものであっても、自然や生態系
サービスにまったく依存しない企業はありません。自然に関する
インサイトを得るには、バリューチェーンの透明性を確保する 

ことが不可欠です。しかし、バリューチェーンが複雑な組織に
とって、これは容易なことでありません。

大半の企業が自社の事業活動に焦点をあてた自然関連の報告
への取組みの端緒についたばかりであるのに対して、先行する
企業はバリューチェーン全体の影響に関して報告を行うととも
に、自然への影響と依存度を管理・測定し、取組みの進捗状況
を開示するための科学的根拠に基づく目標を設定し始めて 

います。企業による気候移行計画の策定が進めば、移行におい
て自然や生物多様性が果たす重要な役割への認識は高まり 

ます。 

少しずつではありますが、ビジネス戦略に自然を盛り込まれる
ことが珍しくない状況が生まれつつあることは喜ばしいことで
す。例えば、適切に機能する生態系に大きく依存する国のうち、
自然の価値を取り入れて活用するための多様で革新的な手法
を模索する代表的な国の1つにブラジルがあります。

2025年にブラジルのベレンで開催される第 30回国連気候 

変動枠組条約締約国会議（COP30）に向け、気候変動と自然・
生物多様性という2つの課題に対する企業の取組みが、それ 

ぞれ個別の課題としてではなく、より包括的に対処するアプ
ローチへと大きく方向転換がされるものと考えています。

Sarah Nelson

自然・生物多様性担当グローバルリード
KPMGインターナショナル

KPMGの自然・生物多様性担当グローバルリーダーの視点

イントロダクション 生物多様性
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生物多様性と自然の喪失に関する報告は急増
生物多様性と自然の喪失に関する報告を行う割合は、2024年はG250企業で56%と2020年の
28%から上昇し、N100企業でも49%となり、2020年の23%から上昇しています。

国別では、オランダが最も多く生物多様性と自然の喪失について報告
生物多様性に関する報告を行う企業の割合が高い国は、オランダ（83%）、日本（80%）、ブラジル
（76%）となっている一方、エストニア、イタリア、ベトナムでは、その割合が5分の1を下回ります。

業種別では、鉱業、石油・ガスが高い割合を占める
操業地域の環境に直接的かつ重大な影響を及ぼす恐れがある鉱業（68%）および石油・ガス（62%）
で、生物多様性に関する報告を行う割合が高くなっています。

日本企業への示唆
今回の調査では「N100日本企業の80%が生物多様性開示を行った」という
結果を得ました。先進企業の初回開示は一巡しつつあるといえますが、一方
で、企業担当者からは①サプライチェーンの透明性②将来情報の不足③財
務インパクト定量化の難しさなどから開示・取組みは不十分だという自己 
評価が聞かれます。

これらの背後には、「わからないから決定や開示ができない」という問題が 
あります。しかし、自然と共生していくためには、「わからなさ」を抱えながら
前進することが必要です。自然の生態系は複雑であり、対応が遅れて1つの
要素が欠けるだけで、非可逆的な崩壊に波及しうる怖さがあります。

企業が前進するための有用なツールとして、2024年10月にTNFDは「自然
移行計画」のガイダンス案を公表しました。企業は自社固有のネイチャー 
ポジティブへの移行を定義し実行することが期待されます。自社の自然観を
ブランドに反映する、先端技術を活用して環境保全に貢献するなど、企業の
数だけ移行のかたちがあります。自然・生物多様性は、いち早く動いた企業
が業界標準になれる領域です。L E A P分析による現状把握を終えた後、 
企業が将来に向けてどのような動きを見せるのか注目します。

主なポイント主なポイント

伊藤 杏奈 
KPMGあずさサステナビリティ株式会社 
自然・生物多様性タスクフォース リーダー

生物多様性
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持続可能な開発目標（S D G s）が採択されたのは2015年の 

国連持続可能な開発サミットでのことです。S D G sの17の 

目標は、企業のサステナビリティ報告において広く使用されて
おり、K PMGではSDGsの採択後、2017年からその動向を 

調査してきました。当初はサステナビリティ報告でS D G sを 

取り上げる企業が急増したものの、今回の調査では、G 250 

企業で2022年と変わらず74%、N100企業で4ポイント上昇
の75%と大きな変化は見られませんでした。

地域別では、アジア太平洋地域での割合が76%と、2022年
の65%から上昇しています。

 

国別で割合が最も高いのは日本の99 %で、これに続くのが 

タイ（94%）、スペイン、ブラジル、ギリシャ、トルコ（91%）と 

なっています。一方、エストニア、マルタ、パキスタン、ベトナムで
は半数を下回りました。

業種の間の大きな差はみられず、テクノロジー・メディア・通信
の83%から、ヘルスケアの71%の範囲におさまっています。

前回までと同様に、今回の調査からも、大半の企業がサステナ
ビリティ報告でS D G sに関する情報を開示していることが 

明らかとなっています。

 

バランスのとれたアプローチと目標
事業活動がS D Gsに及ぼすプラスとマイナスの影響がともに
開示されていることが、S D G sに関する情報開示における 

バランスのとれたアプローチといえます。こうしたアプローチを
試みる企業は増加傾向にあるものの、プラスの影響のみを 

開示する企業が多い状況に変化はありません。

バランスのとれた情報開示を行う企業の割合は、N100企業で
2022年の10%から12%へ、G250企業で6%から8%へと
微増するにとどまっています。企業の戦略の推進ではなく、 
主にマーケティングを目的としてS D G sに基づく目標に取り 

組む企業が少なくないことがうかがえます。

持続可能な 
開発目標
持続可能な 
開発目標
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SDGsに関する目標を設定することは、比較
的多く行われてきましたが、今回の調査から
は、それが後退していることがうかがえます。
目標とともにS D G sに関する情報を開示 

するG250企業の割合は49%と、2022年
の51%から低下しています。また、N100企
業でも 45%から4 4%に低下しています。 
地域別に見ると、SDGsに関する目標を公表
している企業の割合は、アジア太平洋地域
で37%から29%、中東・アフリカでは59%

から37%に低下した一方で、南北アメリカと
欧州ではわずかに上昇しました。S D G sに
関する情報開示への強い関心がうかがえる
のはギリシャ、アイルランド、パキスタン、 
スペイン、米国で、企業の80%以上がSDGs

に基づく具体的な目標を設定しています。

世界的に見たSDGsに関する情報開示を行う
企業の割合（2017～2024年）

基準：サステナビリティ報告を行うG250企業239社およびN100企業4,581社
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地域別に見たSDGsに関する情報開示を行う 
企業の割合（2022～2024年）
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国際金融公社
（ IFC）による 
見解 

サステナビリティへの取組みとその報告を行う企業が世界的に増えている状況は
心強い限りですが、目標達成への道のりはまだ長いものです。国連の「S D G s 

報告2024」によれば、SDGsの17の目標のうち、2030年までに達成が見込まれ
るのは17%にすぎません。これまでに明らかになったことは、デジタル包摂に 

せよ、金融包摂にせよ、また、ジェンダー平等や気候変動対応にせよ、サステナビ
リティの成果を得るために民間部門の力は不可欠だということです。私たちは、 
もはや環境、社会、ガバナンスが分断されたサイロの中で事業を展開することは
できません。私たちにとって、人 と々この地球を支えるソリューションを開発する 

ことが何よりも重要でしょう。

Henriette Kolb

グローバルマネジャー、 
持続可能なインフラストラクチャー 

アドバイザリー担当 

世界銀行グループ 国際金融公社

持続可能な 
開発目標
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SDGsの目標を掲げる割合に大きな変化はなし
調査を開始した当初は、サステナビリティ報告においてSDGsを取り上げる企業が急増したものの、2024年は、 
G250企業で74%、N100企業で75%と、前回から大きな変化はみられませんでした。

SDGsに関する情報開示は、日本とタイの企業において高い割合で行われている
SDGsに関する情報を開示する割合が高いのは日本とタイで、それぞれ99%、94%となっています。

SDGsに関するバランスのとれた情報開示はきわめて少ない状況となっている
プラスとマイナスの影響を開示するバランスのとれたアプローチを採用する企業はわずかに増加しているものの、 
G250企業では8%、N100企業では12%とまだ低調となっています。

主なポイント主なポイント

持続可能な 
開発目標
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2015年に金融安定理事会（F S B）によって設置された気候 

関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）は、企業による気候
関連リスクと機会の開示の強化を目的としたフレームワークの
策定に取り組みました。TCFDは、2023年での活動を終了し、
FSBは国際サステナビリティ基準審議会（ ISSB）によるIFRS 

S 2号（下記参照）が、T C F D提言の集大成であると述べ 

ました 6。

企業によるTC F Dフレームワークの導入が拡大し、2022年 

からの2年間でその割合はさらに上昇しました。今回の調査 

では、TCFD提言に沿って気候リスクの開示を行う企業の割合
が、G250企業で72%と2022年の61%から上昇し、N100

企業では43%と、34%から上昇しました。今回、G250企業
において、その割合が上昇しましたが、これにはG250企業の
3分の1を占める米国企業による開示が82%となり、2022年
の64%から大幅に増えたことが寄与したと考えられます。

TCFDの提言に沿った開示を行う企業の割合は、アジア太平
洋地域で54%と、2022年の34%から上昇し、地域別にみて
最も高い割合となっています。

国別では、日本では、調査対象企業のすべてが、TCFD提言に
沿った気候リスクの開示を行っています。マレーシアでは69%

と、2022年の8%から急激に上昇しました。

TCFDに沿った情報は、サステナビリティ報告書で開示される
ケースが最も多く、その割合は、G250企業で56%、N100 

企業で45%となっています。

2022年の調査では、TCFDに沿った情報を年次財務報告書
または統合報告書で行う傾向が強かったのに対し、今回の 

調査では、その割合がG250企業で20%、N100企業で37%

とサステナビリティ報告書で開示する割合を下回りました。

シンガポール 台湾

TCFD提言に沿った情報開示の割合が
高い国・地域・法域

日本

100% 93% 92%

米国

82%

韓国

84%

英国

74%

基準：N100企業5,800社

TCFDとIFRS S2

TCFDと
IFRS S2
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今回の調査は、ISSBによる気候関連の開示基準であるIFRS 

S2号を採用する割合を調査する初の調査となりました。IFRS 

S 2号は、2024年1月1日以降に開始する年次報告期間より 

適用が可能となっています。これを義務付けるか、またいつ 

義務付けるかは、各法域の決定に委ねられますが、多くの法域
で、すでに今後の義務化の方向性が決定しています。IFRS S2

号は、TCFDやS A SBなどの既存のフレームワークや基準に
基づくものであり、ISSBとGRIが協力し、それぞれの基準が
補完的となるよう取り組んでいます 7。

今回の調査は、主に2023年7月から2024年6月の間に公表
された報告書を対象としており、この期間の半ばで I FRS S2

号の任意適用が開始されたことになります。それにもかかわら
ず、G250企業およびN100企業の4%がすでに IFRS S2号
を参照しており、地域別に見ると、その割合はアジア太平洋 

地域で8%、中東・アフリカで6%となっています。

IFRS S2

TCFDと
IFRS S2
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主なポイント主なポイント

G250企業の大半がTCFDによる提言を参照した報告を行っている
気候関連財務情報開示タスクフォース（TC FD）の提言が、G 250企業の72%とN100企業の
43%で参照されています。

TCFDによる提言を参照する国・地域・法域の上位は、日本、シンガポール、台湾
日本では調査対象の100%が TCFDの提言を参照した報告を行っており、シンガポール（93%）、
台湾（92%）がこれに続きます。

IFRS S2の導入を開始する企業がすでに登場
I FRS S 2号（気候関連情報開示基準）の適用が、2024年1月1日以降に開始する報告期間より 

適用され、すでに4%の企業がこれを参照しています。

日本企業への示唆
2017年にTCFD最終報告書が公表されて以降、日本ではTCFD賛同機関数
は右肩上がりで増加し、2019年以降は日本のTCFD賛同機関数が世界のな
かで最も多い状態が続いてきました。日本の特徴としては、金融機関だけでは
なく、非金融機関である事業会社での気候変動関連開示も大手企業を中心に
広がったことが挙げられます。このような背景を踏まえると、今回の調査に 
おいても日本の調査対象企業のすべてが TCFD提言に沿った開示をしている
という結果は当然であるといえます。

今回の調査で興味深い点は、グローバルにおける調査対象企業のうちすでに
4%が I FR S S 2号を参照し気候変動関連の開示を行っているという点です。
TCFDより詳細な情報開示が必要となるIFRS S2号について、先行対応する
企業ではどのような開示を行っているかウォッチすることも参考になると思い
ます。任意開示から制度開示へと移行していくなかで、これまでの延長線上で
気候変動関連の開示を対応するのではなく、自社が認識した気候変動関連 
リスク・機会を経営計画のなかに織り込み、実質的な移行計画を立案し実行
することが必要であると考えます。気候変動関連の開示についてはグリーン
ウォッシュとみなされるリスクもあるため、実体を伴った開示がより重要と 
なります。

鳥井 綾子 
KPMGあずさサステナビリティ株式会社 
気候変動タスクフォース リーダー

TCFDと
IFRS S2
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ESGの3つの要素（環境、社会、ガバナンス）に関する報告は 

着実に増加しています。KPMGでは、2017年以降、気候・環境
関連のリスクの潜在的影響の開示に関する調査を実施していま
す。2017年の調査では、G250企業の48%、N100企業の28%

がこれを年次財務報告書または統合報告書で開示していま 

した。今回の調査では、その割合はG250企業で75%、N100

企業で55%にまで上昇しています。

KPMGが社会的リスクとガバナンスリスクに関する調査を開始
したのは2022年です。今回の調査で、社会的リスクに関する 

開示を行う割合は、G250企業で74%と、2022年の49%から
上昇し、N100企業で51%と、前回の43%から上昇しました。
ガバナンスリスクに関する開示は、割合の上昇幅がさらに大き
く、G 250企業では、2022年の44%から33ポイント上昇 

し77%となりました。前回は気候や社会的リスクを開示する 

割合を下回っていましたが、今回はそれらを上回る結果となって
います。N100企業でも、その割合は2022年の41%から51%

に上昇しています。

E S Gリスクを開示する傾向が最も高いのは北米で、86%が 

社会リスクとガバナンスリスクを、88%が気候リスクを開示して
います。その傾向が最も低いのは中南米で、気候リスクに関する
開示が42%、ガバナンスリスクに関する開示が39%、社会リス
クに関する開示が37%となっています。

中南米と同様に、アジア太平洋や欧州では、社会的リスクやガバ
ナンスリスクよりも、気候関連のリスクを開示する割合が高く、
逆に中東の企業はその傾向が低いという結果になっています。

40%

50%

60%

70%

80%

2022年 2024年

気候リスク
（G250企業）

N100企業

社会リスク
（G250企業）

N100企業

ガバナンスリスク
（G250企業）

N100企業

気候・社会・ガバナンスのリスクを開示する企業の割合（2022～2024年）

77%

75%
74%

55%

51%
51%

基準：G250企業250社とN100企業5,800社

ESGリスクと 
ガバナンス
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北米 アジア太平洋 アフリカ 中東 欧州 中南米 日本

40%

60%

80%
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気候リスク 社会リスク ガバナンスリスク

86%86%88% 90%
86%

98%

62%64%
67%

41%41%41% 39%37%
42%

51%50%
56%

38%38%36%

気候・社会・ガバナンスリスクを開示する企業の地域別の割合

基準：N100企業5,800社

ESGリスクの開示手法
大半の企業は、E S Gリスクの潜在的な影響を定性的に説明 

するにとどまります。シナリオ分析を通じて、気候リスクの潜在
的な影響のモデリングを行う企業の割合は、G 250企業で
12%、N100企業で14%にすぎず、潜在的な財務的影響を 

定量化している企業はいずれの企業群でも2%にすぎません。
影響をモデリングしている割合を地域別にみると、欧州が
16 %、アジア太平洋地域が15%と高く、北米は 3%と最も 

低い結果となりました。

社会的リスクとガバナンスリスクについては、定性的な説明 

以外の方法を用いる企業の割合はさらに低くなっています。
G 250企業およびN100企業のうち、社会的リスクの潜在的 

影響を定量化する企業は、アフリカで5%に上昇したものの、
全体ではわずか2%にすぎません。

一方、ガバナンスリスクの潜在的影響の定量化については、 
欧州とアフリカの企業の割合が2%に上昇したものの、G250

企業ではゼロ、N100企業でもわずか1%にすぎません。国別
に見ても、マレーシアの10%、スペインの16%など、その割合
が上昇している国は限定的です。

ESGリスクと 
ガバナンス
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今回の調査では、サステナビリティ報告における大きな変化の
1つとして、社会的リスクの影響の測定とモニタリングの実施が
みられ、社会的リスクを開示する割合は、G250企業で79%

と、2022年の49%から上昇しました。

こうした動きからは、社会的リスクの影響が環境問題と密接に
関連していること、社会的影響がブランドのレピュテーション
や長期的な企業評価に影響することを、企業が認識しつつ 

あることは明らかです。

組織による社会的影響は、単に測定し、把握すべきなのでは 

なく、組織がビジネスを展開する上で不可欠なものとなって 

います。この社会においてビジネスを営むことができる状況を、
企業は当然のことと考えてはなりません。

Silvia Zamora-Gonzalez

ソーシャルサステナビリティ担当グローバルリード、 
KPMG インターナショナル

KPMGのソーシャルサステナビリティ担当グローバルリーダーの視点

イントロダクション ESGリスクと 
ガバナンス
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サステナビリティに関するリーダーシップと
報酬
サステナビリティに関する役割を担うリーダーを置く企業の 

割合が増加しています。G 250企業の半数以上が取締役会 

または執行チームにサステナビリティ課題を担当するメンバー
を置き、その割合は2022年の45%から56%に上昇していま
す。また、N100企業でもその割合は上昇し、2022年の34%

から46%となっています。

G250企業の半数以上が取締役会または
執行チームでサステナビリティ専任の 
リーダーを選任している

アジア太平洋地域の61%の企業が専任のサステナビリティ
リーダーを選任しており、その割合が他の地域より高いのに 

対し、中東ではその割合が20%にとどまっています。タイの
94%を筆頭に、マレーシア、韓国、台湾、英国において、80%

以上が専任のサステナビリティリーダーを選任しています。

役員報酬にサステナビリティ関連の指標を連動させている 

企業の割合は、G250企業で41%と、2022年から1ポイント
上昇しています。また、N100企業でも30%となり、2022年の
24%から上昇しています。

地域別に見ると、欧州で34%、アジア太平洋地域で33%と、
他の地域より高く、中東では15%と低い結果となっています。
国別では、マレーシア、オランダ、ポルトガル、南アフリカ、スペ
イン、タイ、英国で 60 %以上の企業が役員報酬にサステナ 

ビリティ指標を関連付けているのに対して、中国では 3 %、 
スリランカでは2%と低い割合となっています。

マレーシアは、役員報酬にサステナビリティ指標を連動させる
割合が75%と国別にみて最も高く、2022年の1%から大幅に
上昇しました。

マレーシアでは、2022年 4月にコーポレートガバナンス・ 

コードが改訂され、「企業にとってマテリアルなサステナビリ
ティ関連のリスクと機会への対応をめぐる業績の評価を、取締
役会および上級管理職の業績評価に含めること」が、新たな 

規範として加えられました 8。同時に、TCFD提言の適用に関す
るマレーシアの金融機関向けのガイダンスでは、すべての金融
機関に対して、サステナビリティ指標と連動する取締役会 

および上級管理職の報酬に関する情報の開示が義務付けられ
ました。

役員報酬にサステナビリティ指標を連動させる割合が確実に
上昇する地域がある一方で、その割合が低下している国もあり
ます。米国では2022年の53%から39%に、シンガポールで
は67%から38%に低下しています。

ESGリスクと 
ガバナンス

74 © 2025 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

|  KPMGグローバルサステナビリティ報告調査2024



イントロダクション 調査手法 ESGと 
サステナビリティ報告 統合報告 ガイドラインと

基準 保証 マテリアリティ 炭素削減目標 生物多様性 持続可能な 
開発目標

TCFDと
IFRS S2

サステナビリティ報告
の高度化にむけて

KPMGジャパン
の支援

サステナビリティの専任リーダーを選任する企業の割合

47%

40%

36%

34%

20%

61%

11%

40%

77%
58%

39%

28%

26%

24%

2022年 2024年

中南米

北米

アジア太平洋

欧州

アフリカ

中東

日本

基準：G250企業250社とN100企業5,800社

2022年 2024年

G250
企業 45% 56%

2022年 2024年

N100
企業 34% 46%

役員報酬にサステナビリティ指標を連動させる企業の割合

40% 41% 24% 30%

2022年 2024年

G250
企業

2022年 2024年

N100
企業

2022年 2024年

中南米

北米

アジア太平洋

欧州

アフリカ

中東

日本

基準：G250企業250社とN100企業5,800社

34%

37%

24%

23%

15%

33%

7%

20%

59%
30%

29%

31%

24%

24%

ESGリスクと 
ガバナンス
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KPMGジャパン
の支援

サステナビリティ報告
の高度化にむけて調査手法 ESGと 

サステナビリティ報告 統合報告 ガイドラインと
基準 保証 マテリアリティ 炭素削減目標 生物多様性 持続可能な 

開発目標
TCFDと
IFRS S2

サステナビリティ報告
の高度化にむけて

G250企業のみならずN100企業でも、サステナビリティ目標
の達成と業績の向上に向けた手段として、サステナビリティに
関する実績と役員報酬を連動させる企業が増加しています。

今回の調査では地域差が見られました。欧州ではこうした 

慣行がすでに一般的となっていますが、アジア太平洋地域では
急激に増加しています。マレーシアでの例に見られるように、
規制の導入により、増加が急激に促される場合もあります。 
金融機関が気候関連・環境リスクを開示することに対する欧州
中央銀行の期待など、監督機関による期待の変化が、同様の

増加を促す可能性があります。その一方で、米国ではESGに 

対する懐疑心が高まるといった感情的な変化が、役員報酬と
サステナビリティ指標を連動させる企業の減少につながる 

可能性もあります。

世界的には、サステナビリティに関する課題を遂行し、リー
ダーに目標に基づく行動を促すインセンティブとして、役員 

報酬とサステナビリティ指標を連動させることの重要性を認識
する企業が増えつつあります。規制などを通じて、こうした必要
な進展を促し、加速させることで道は切り開かれるでしょう。

Nadine-Lan Hönighaus

ESGガバナンス担当グローバルリード 

KPMGインターナショナル

KPMGのソーシャルサステナビリティ担当グローバルリーダーの視点

イントロダクション ESGリスクと 
ガバナンス
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主なポイント主なポイント

ESG関連リスクを開示する企業は着実に増加している
N100企業のうち、気候関連リスクを開示する企業は2017年から倍増し、社会課題や 

ガバナンスに関するリスクを開示する割合も、気候関連リスクと同水準に達しています。

ESG関連リスクは定性的に説明される傾向が強い
気候リスクに関して、影響のモデリングを通じて、定性的な説明以外の手法を用いる 

企業の数は少なく、社会的リスクやガバナンスリスクに関しては、それがさらに少ない 

結果となっています。

サステナビリティの専任リーダーを選任、またサステナビリティ指標と連動した 

役員報酬を採用する企業が増加
専任のサステナビリティリーダーを置く企業の割合が上昇を続けており、その割合は 

アジア太平洋地域で最も高く、またサステナビリティ指標に連動する役員報酬を採用 

する企業も増加しています。

日本企業への示唆
ソーシャルの視点
CSDDD（企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令）、EUDR（欧州森林破壊防止
規則）、EUBR（欧州バッテリー規則）等、EUではデュー・ディリジェンス規制の整備が進み、
環境のみならず社会的影響の側面においても実効的な取組みが求められつつあります。

これらの規制は日本企業にも対応を迫るものであり、自社の事業がバリューチェーンに 
おいてどのような社会的影響を及ぼすのか、負の影響を防止するためにどのように対処する
のかを経営課題として捉え、その進捗および結果を企業の責任として開示することがより 
一層重要となります。

ガバナンスの視点
日本企業のうち、サステナビリティの専任リーダーをアサインしている企業の割合は77%、
役員報酬にサステナビリティ指標を連動させる企業の割合は59%と、いずれもグローバル
やアジア太平洋地域を大きく上回っています。一方で、サステナビリティ担当役員の役割や
権限が限定的であったり、役員報酬と連動するサステナビリティ要素が定性的な評価のみ
となっていたりするなど、実質的な効果が見えづらい運用となっている企業も散見されます。
企業価値向上に資するような、実質的なサステナビリティガバナンスへの取組みが求められ
ています。

林 拓矢 
有限責任 あずさ監査法人 
マネージング・ディレクター

兒玉 啓子 
有限責任 あずさ監査法人 
人権・サプライチェーンタスクフォース リーダー

ESGリスクと 
ガバナンス
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サステナビリティ報告の高度化にむけて

世界は、気候、社会、地政学上の複雑な課題に直面し、ESGに
代表されるサステナビリティをめぐる優先事項への対処はこれ
まで以上に重要な課題となっています。

ここ数年は、企業や投資家の間でESGへの取組みを後退させ
たり、断念したりといったケースも見られます。しかし、今回の
調査では、調査対象となった大手企業の大半がCO2削減目標
を設定するなど、何らかの形で課題に取り組んでいることは 

明らかです。

E S Gをめぐる課題は、企業にとっては長期的なサステナビリ
ティの構築に向けた取組みを展開させる機会ともなります。

例えば、ウクライナや中東における紛争が誘発した燃料費の 

急騰は、事業のレジリエンスと将来に向けた備えについて開示
することの大切さをあらわにしました。

本調査の結果は、サステナビリティ報告へのアプローチを検討
する際に把握しておくべき、主なトレンドに対応するロード 

マップとして役立つものです。この2年の間で気候関連情報の
開示（ESGのE）に大きな進展が見られ、また社会やガバナン
スの課題に関する情報の開示にも一定の進展がありました。 
しかし、まだ改善の余地は多くあります。

ポジティブな影響に関する情報や定性的な説明に偏りがみら
れ、環境や社会がビジネスそのものにおよぼす影響についての
示唆が限定的であるなど、バランスのとれたサステナビリティ
報告の実現に向けた課題は引き続き存在します。企業には、 
プラスとマイナスの影響の双方を説明する方法を見いだすこと
が求められます。

不確実性がニューノーマルとなった今、企業のリーダーはサステ
ナビリティ報告の高度化に着手すべきでしょう。変化のスピード
は速まるばかりです。

サステナビリティ報告
の高度化にむけて
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求められる対応

今回の調査で明らかになったトレンドをふまえ、サステナビリティ報告の高度化に向けた具体的な対応は、主に以下のとおりです。

サステナビリティ報告の高度化に向けた取組みは企業
によって異なります。特定の課題に関する情報を新たに
開示すること、特定の基準に準拠すること、報告すべき
指標を決定することなど、その方法はさまざまです。いず
れの場合も、報告義務を遵守し、企業が環境や社会に
もたらすマテリアルな影響を的確に反映し、サステナビ
リティ関連のリスクと機会が事業戦略に組み込まれて
いることを効果的に説明することが大切です。欧州を 

はじめとする地域でサステナビリティ報告の義務化が 

進むなか、K P M Gは企業の次なるステップを支援し、 
伴走してまいります。

マテリアリティ評価を実施し、ステーク
ホルダーの期待を把握し、それらを 

事業戦略に盛り込み、取組みの優先 

順位を決定する。

サステナビリティおよびESGに関する
情報を収集、報告、承認するための 

部門横断的なガバナンス体制を確立 

する。

C SRDや ISSB基準など、今後適用が
考えられる開示の要求を考慮しながら、
主要なサステナビリティ課題のうち 

戦略的に対応が必須となるものを判断
し、主たる指標を決定する。

文書化プロセス、内部統制の評価、 
システム導入など、質の高いサステナ 

ビリティデータの管理への投資を検討
する。

サステナビリティ報告
の高度化にむけて
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KPMGジャパンの支援
日本においてもサステナビリティ報告の制度化に向けた検討が進んでいま
す。制度開示への対応を契機として、現在のサステナビリティ報告を見直
し、高度化を目指す場合に想定されるアプローチは以下の通りです。

KPMGは、サステナビリティ情報の保証業務の分野で豊富な実績を有して
おり、保証までを見据えた視点で、制度開示に向けた準備を支援して 

います。

KPMGジャパン
の支援

ステップ

担当者

ゴール

対応項目

運用・開示必要な情報収集
プロセスの構築

具体的な
アクションの実行

現状分析の実施・
課題の特定

プロジェクト体制の
構築・初期的検討

共通 ：分析の実施
親会社：対応方針の作成
子会社：必要情報の提供

親会社：新たなモデルの検討
子会社：新たなモデルの適用

共通 ：運用・開示体制整備
親会社：情報収集体制整備
子会社：情報提供体制整備

共通：PDCAサイクル実行

プロジェクト推進体制の構築、
適用対象等の暫定決定

マテリアル項目の特定
開示情報のGAP分析、課題の特定

取組みの実行
新たなビジネスモデル・
オペレーションモデルの構築

運用を見据えた情報収集
プロセスや内部体制の整備

適切なPDCAサイクルの実行、 
外部への開示

02 0401 03 05

• 基準の理解
• プロジェクト体制の構築

- 対応責任者、担当役員、プロ
ジェクトチームの決定

- 説明会の実施
• 適用対象、報告単位、経過措置

利用要否の暫定決定

• マテリアリティ評価の実施
• 現状分析の実施

- 開示情報のGAP分析
- ワークショップ

• 課題の特定
• 対応方針の策定

• 課題への対応方針・計画・目標
の策定

• モニタリング指標の設定、 責任
部署・管理方針の決定

• 新たなビジネスモデル・オペレー
ションモデルの検討・構築

• 情報収集システム・業務プロセス
の整備

• ガバナンス・リスク管理体制の
構築

• 戦略構築、目標の設定

• 開示対象項目の情報収集
• 目標達成状況のモニタリング
• 戦略や目標の見直し

共通 ：基準の理解
親会社：体制、初期的検討
子会社：担当者の任命
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サステナビリティ報告の高度化の取組みは、単に一過性の対応
で終わらせるのではなく、継続的に運用・改善を行い、サステ
ナビリティ経営の実践につなげることが企業価値の向上の 

ために重要となります。そのために必要な戦略・K P Iの立案 

から、それを管理・監督するための組織・ガバナンス体制の 

構築、それらを支えるプロセス・システム基盤の整備まで、
KPMGジャパンは支援しています。

システム 環境

ESG Project Management Office

• システム基本構想構築支援
• サステナビリティデータ要件定義支援
• 製品・導入ベンダー選定支援
• システム導入支援
• データ管理・システム運用定着化支援 開示・

規制対応

• ガバナンス体制構築支援
• ガバナンスプロセスの構築支援
• 取締役会におけるスキル確保の支援
• リスクおよび機会の評価手法の構築支援
• サステナビリティ関連リスクの全社的リスク
管理体制への統合支援

• CSRD開示支援
• ISSB/SSBJ開示支援
• 有価証券報告書開示支援
• サステナビリティ情報の第三者保証

• 気候移行計画策定支援
• 生物多様性方針策定支援
• TCFD/TNFD検討支援
• SBT/SBTN取得支援

• 長期経営ビジョン策定支援
• 経営のマテリアリティ特定支援
• インパクトパス可視化支援

• 事業ポートフォリオ組替え・再構築支援
• 価値創造ストーリー作成支援
• 社会的インパクト評価支援

戦略・価値創造

ガバナンス・リスク管理

KPMGジャパン
の支援
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KPMGジャパン 
サステナブルバリューウェブサイト

KPMGジャパン サステナブルバリューウェブサイト
では、サステナビリティに関連する課題の解決を 

通じて、サステナブルバリューの実現を目指す組織
の変革を支援するための情報やインサイト記事を
掲載しています。

どなたでもご覧いただけるサイトです。

KPMG Japan Insight Plus 
（会員限定ウェブサイト）

KPMG Japan Insight Plusは、KPMGジャパンの
メンバーファームによるセミナーや動画コンテンツ
等を会員限定で提供するウェブサイトです。KPMG

サステナブルバリューサービス・ジャパンによる 

新着コンテンツやセミナーのお知らせをご希望の 

場合は、会員登録の際、ご興味のあるトピックとして
「サステナビリティ」をご選択ください。

KPMGジャパン 
LinkedIn公式アカウント

KPMGジャパンのLilnkedIn公式アカウントでは、
KPMGジャパンのメンバーファームによるニュース、
各種イベントの速報、ウェブサイトの人気コンテンツ
など、幅広い情報をタイムリーに掲載しています。 
ぜひご活用ください。

各種ウェブサイト
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本冊子は、KPMGインターナショナルが2024年11月に発行した「The move to mandatory reporting」を、KPMGインターナショナルの許可を得て翻訳・追記したものです。翻訳と英語原文間に齟齬がある場合は、当該英語原文が優先するものとします。

本書において、「私たち」および「KPMG」はグローバル組織またはKPMG International Limited（「KPMGインターナショナル」）の1つ以上のメンバーファームを指し、それぞれが独立した法人です。

©2024 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

© 2025 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited,  
a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 25-5001

KPMGは、グローバル組織、またはKPMG International Limited（「KPMGインターナショナル」）の1つ以上のメンバーファームを指し、それぞれが別個の法人です。 KPMG International Limitedは英国の保証有限責任会社（private English company limited by guarantee）です。
KPMG International Limitedおよびその関連事業体は、クライアントに対していかなるサービスも提供していません。KPMGの組織体制の詳細については、kpmg.com/governanceをご覧ください。

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization. 

コピーライト© IFRS® Foundationすべての権利は保護されています。有限責任 あずさ監査法人は IFRS財団の許可を得て複製しています。複製および使用の権利は厳しく制限されています。IFRS財団およびその出版物の使用に係る権利に関する事項は、www.ifrs.orgでご確認ください。

免責事項 : 適用可能な法律の範囲で、国際会計基準審議会とIFRS財団は契約、不法行為その他を問わず、この冊子ないしあらゆる翻訳物から生じる一切の責任を負いません（過失行為または不作為による不利益を含むがそれに限定されない）。これは、直接的、間接的、偶発的または重要な 
損失、懲罰的損害賠償、罰則または罰金を含むあらゆる性質の請求または損失に関してすべての人に適用されます。

この冊子に記載されている情報はアドバイスを構成するものではなく、適切な資格のあるプロフェッショナルによるサービスに代替されるものではありません。

「 ISSB™」は商標です。「 IFRS®」、「 IASB®」、「 IFRIC®」、「 IFRS for SMEs®」、「 IAS®」および「SIC®」は IFRS財団の登録商標であり、有限責任 あずさ監査法人はライセンスに基づき使用しています。この商標が使用中および（または）登録されている国の詳細については IFRS財団にお問い合わせ 
ください。

Designed by Evalueserve.
Publication name: The move to mandatory reporting | Publication number: 139548-G | Publication date: November 2024

KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン 
有限責任 あずさ監査法人 
KPMGあずさサステナビリティ株式会社

sustainable-value@jp.kpmg.com 
kpmg.com/jp/sustainable-value

http://www.facebook.com/kpmg
http://instagram.com/kpmg
http://twitter.com/kpmg
http://youtube.com/kpmg
http://linkedin.com/company/kpmg
mailto:sustainable-value%40jp.kpmg.com?subject=
http://kpmg.com/jp/sustainable-value

	KPMGグローバルサステナビリティ報告調査2024
	日本版の発行によせて
	はじめに
	目 次
	イントロダクション
	調査手法
	ESGとサステナビリティ報告
	統合報告
	ガイドラインと基準
	保証
	マテリアリティ
	炭素削減目標
	生物多様性
	持続可能な開発目標
	TCFDとIFRS S2
	ESGリスクとガバナンス
	サステナビリティ報告の高度化にむけて
	KPMGジャパンの支援
	各種ウェブサイト
	参考資料
	Contacts


	Botón 46: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 

	Botón 47: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 

	Botón 49: 
	Page 44: 
	Page 48: 
	Page 54: 
	Page 59: 
	Page 73: 
	Page 76: 

	Botón 48: 
	Page 44: 
	Page 48: 
	Page 54: 
	Page 59: 
	Page 73: 
	Page 76: 

	Botón 50: 


